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厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

総括研究報告書 

死因究明等の推進に関する研究 

研究代表者 今村 聡（日本医師会 副会長） 

 

研究要旨 

【目的】社会の高齢化が進展するにつれ、在宅における孤独死等や大規模災害の発生時

の検案等、死因を究明することが困難な事例も増加していくものと考えられる。こうし

た背景のもと政府は「死因究明等推進計画」を策定し（平成 26年 6月）、今後は死因究

明の充実に向けた取り組みを進めることとされている。平成 26 年度より、本研究班にお

いて「死因究明等推進計画」の諸課題について研究に取り組んでおり、平成 29年度まで

に一定の成果を収めた。その中では、死因情報を有効活用するために、死亡診断書（死

体検案書）をクラウド上で電子的作成・交付できる仕組みを構築することの有用性・利

便性についての提言も行った。そこで平成 30年度の研究においては、将来的に死亡診断

書（死体検案書）を電子的に提出することも想定し研究を進めるとともに、平成 26～29

年度の研究成果を踏まえつつ、死亡診断書（死体検案書）の制度全体に係る課題の整理

及び課題解決に向けて研究班として議論を深めることにより、今後の死因究明体制の充

実に向けた行政施策に資する成果を得ることを目的とした。 

【方法】今年度の研究では、様式を含めた死亡診断書（死体検案書）の在り方について

前年度に引き続き検討を重ね、将来、死亡診断書（死体検案書）の電子的申請を行うこ

とも視野に入れ、技術的、法的課題を整理し、死亡診断書（死体検案書）の制度全体に

係る課題について検討を行った。諸課題の整理にあたっては関係府省の担当者及び妊産

婦死亡に関する産婦人科領域の専門家を招聘し現状についての聴き取り、討議を行い、

死亡診断書（死体検案書）の様式についても議論した。これを受けて、死亡診断書（死

体検案書）作成支援ソフトの追加機能の検討と開発を行った。死亡時画像診断に特化し

た e-learning を含めた自己学習用の教材については、平成 26～29 年度に引き続き、症

例の追加等により開発を継続した。また、平成 26年度および平成 28年度に実施した検

案書発行料についてのアンケート調査結果をもとに、検案書発行料について一定の基準

を設けるためのたたき台を策定した。 

【結果】死亡診断書（死体検案書）の様式については、将来の電子的交付の可能性も踏

まえつつ、その際に技術的、法的な障害となり得るものについて検討するうえで、関係

府省より担当者を招聘し現状について聴き取りを行った。その結果、死亡診断書（死体

検案書）上の死亡者情報と各市区町村における戸籍情報とを結び付けることによって、

国民の諸手続の簡略化、市区町村における事務作業量の軽減等、多くのメリットがもた

らされることがわかった。また、死亡診断書（死体検案書）作成支援ソフトにおいては、

研究班会議で提案された、妊産婦の死亡原因について正しい統計収集を行うための、妊
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娠に関するチェック項目機能の追加、および改元に対応したプログラム改修を行った。

e-learning を含めた自己学習用の教材については、前年度までと同様、厚生労働省が日

本医師会を委託先として実施している小児死亡例に対する死亡時画像診断のモデル事業

で収集した症例５例を、e-learning システムに追加し専用サイトの充実を図った。検案

に際して行われる検査の費用や検案書発行料の費用負担のあり方については、最終的に

具体的な料金提示をするまでには至らなかったものの、一定の基準を示すたたき台を提

示することによって今後の具体的な料金設定について検討するための足掛かりとした。 

【考察および結論】政府によって社会全体の諸手続上のデジタル化が進められるに伴い、

近い将来、死亡診断書（死体検案書）についても電子的な作成・提出を取り入れること

により、それらの書類に含まれる情報と、市区町村における戸籍情報とを結びつけて、

戸籍事務の効率化や死因究明の精緻化といった包括的な施策の実現が可能であることが

考えられた。今後、特に法改正も含めて法令上の課題の検討が必要と考えられた。また、

検案を担う医師が死亡時画像診断に習熟しやすい環境を整えるためにも、e-learningシ

ステムについては、さらに読影の学習効果が高まる内容へと進化させる仕組みを模索す

る必要があると思われた。検案書発行料の検討においては、今回提示した一定基準を示

すたたき台をもとに、具体的な算定根拠と料金を検討し、提言することを今後の目標と

したい。 

 

研究分担者 城守 国斗（日本医師会 常任理事） 

 澤 倫太郎（日本医師会総合政策研究機構 研究部長） 

 上野 智明（日本医師会ORCA管理機構株式会社 代表取締役社長） 

水谷   渉（日本医師会総合政策研究機構 主任研究員） 

研究協力者 海堂   尊（作家・放射線医学総合研究所） 

川口 英敏（元日本警察医会 副会長） 

河野 朗久（大阪府監察医、大阪府警警察医） 

小林  博（岐阜県医師会 会長） 

            西川 好信（日本医師会ORCA管理機構株式会社 開発部長） 

 細川 秀一（愛知県医師会 理事、愛知県検視立会医） 

山本 正二（Ai情報センター 代表理事） 
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Ａ. 研究目的 

 

現在、わが国の年間死亡者数は約 130

万人であるが、2039 年には 167 万人に達

し、かつて経験したことのない「多死社

会」を迎えることとなる。国や地域では、

在宅における看取りの体制整備の推進

が急がれる一方で、医療等を受けること

なく突然に孤立死する事例など、死体検

案を要する事例も増加するものと考え

られる。死体検案に際して必要な検査・

解剖を明らかにすること等、円滑な死体

検案ができるよう研究を推進する必要

がある。その際は、死体検案により明ら

かとなった死因情報を、どのように公衆

衛生の向上に結びつけるかを十分に考

慮しなければならない。 

また、死体検案は「死体」を対象とし

て行われる検査であるため、療養上の給

付にあたらず健康保険制度の外に位置

づけられている。このため、死体検案書

の交付に要する料金は、いわゆる自由診

療と同様に交付する医師や機関により

異なっている。 

平成 26 年 6 月に閣議決定された「死

因究明等推進計画」においては、厚生労

働省において①～④に取り組むことが

示された。 

 

① 検案に際して必要な検査・解剖を

明らかにするための研究を推進す

ること 

② 検案に際して行われる検査の費

用や検案書発行料の費用負担の在

り方を検討すること 

③ すべての医師が基本的な検案の

能力を維持・向上するため、医療現

場の医師も活用できるようホーム

ページ等を通じて提供するための

教材を開発すること 

④ 様式を含めた死亡診断書(死体検

案書)の制度の在り方全体について

検討すること 

 

これらを受け平成26年度から本研究

班会議において①～④の課題について

研究を推進してきた。 

まず、平成 26 年度の特別研究（研究

代表者：今村聡）においては、死因究明

に係る課題の解決に向けて、全国の警察

における検視、死体調査に立ち会う医師

（いわゆる警察医）を対象に、検案の実

施体制に関する実態把握等を目的とし

たアンケート調査を実施した。その中で、

死体検案書の発行料金の決定方法につ

いて質問したところ、「近隣の他施設の

状況を参考としている」とする回答が多

かったが、「自治体の条例等で規定され

ている」とする回答も一部認められた。

これは、行旅病人・行旅死亡人、身元引

受人の無い遺体等の検案料は地方自治

体が負担する事になるため、予算編成と

の関係上、一定の基準を設定する事はや

むを得ない事と考えられた。よって、死

体検案に係る費用を決定する上での基

準等について、更なる調査が必要である

と考えられた。 

また、新たな死亡診断書（死体検案書）

の様式については、研究班としての素案

を策定したものの、検案体制の在り方も
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踏まえた検討を行うことはできず、次年

度以降の課題となった。 

これを受けて平成 27 年度は、死亡診

断書（死体検案書）作成支援ソフトの機

能の充実と、死亡時画像診断に関する自

己学習システムの内容を充実させるこ

とに課題を集中し研究を進め、初期の目

標を達成することができた。しかし、制

度全体を含めた、死亡診断書（死体検案

書）の在り方についての提言については、

平成 28 年度以降の課題となった。 

平成28年度は、死亡診断書（死体検案

書）の様式については、将来的には電子

化による書類作成を見据え、現行の様式

における追加項目について具体的な検

討を行った。また、検案に必要な検査・

解剖の範囲、料金の負担割合について、

これまでの研究結果を踏まえつつ、死亡

診断書（死体検案書）の発行料金基準体

系について全国市区町村を対象に調査

を行った。さらに、監察医制度の在り方

も含む公衆衛生の観点からの死因究明

について検討を行った。 

平成 29 年度の研究では、死因究明等

推進計画④「様式を含めた死亡診断書

（死体検案書）の制度の在り方全体につ

いての検討（死亡診断書（死体検案書）

作成支援ソフトの機能の充実を含む）」

を進めるとともに、上記計画において

「解剖実施体制の充実が指摘されてい

る中で、今後の死因究明に係る実施体制

の充実状況も踏まえつつ、監察医の在り

方について検討すること」と明記されて

いることを踏まえ、公衆衛生の観点から

の死因究明、主に監察医制度の在り方に

ついて具体的な検討を行った。監察医制

度の在り方については、制度を通じて得

られた有用な知見・情報を社会に対して

数多く発信していくことができれば、国

民一般の監察医制度、ひいては死因究明

施策全般の重要度に対する認識も飛躍

的に高まることから、情報の整理と発信

の在り方の重要性が認められた。また、

死亡診断書（死体検案書）の様式につい

ては、電子化による書類提出を介しての

書類作成と、書類上の情報と、市区町村

における戸籍情報とをどう関連付ける

か等の手続を視野に入れたうえで、法的、

技術的な側面において更なる検討が必

要と考えられた。 

 

＊   ＊   ＊ 

 

そこで、今年度（平成 30 年度）の研

究では、平成 29 年度の研究結果を受け

て、引き続き、死因究明等推進計画④「様

式を含めた死亡診断書（死体検案書）の

制度の在り方全体についての検討（死亡

診断書（死体検案書）作成支援ソフトの

機能の充実を含む）」において、死亡診

断書（死体検案書）の電子化による書類

提出上の諸課題を整理し現況を把握す

ることにより、死因情報の有効活用に向

けた、今後の死因究明体制の充実に向け

た行政施策に資する成果を得ることを

目的として具体的な検討を行った。 

また、上記計画の③「すべての医師が

基本的な検案の能力を維持・向上するた

め、医療現場の医師も活用できるようホ

ームページ等を通じて提供するための

教材を開発すること」については、前年

度に引き続き、基本的な検案の能力を維
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持・向上するための教材（e-learning

等）の開発を行うこととした。 

そして、上記計画②「検案に際して行

われる検査の費用や検案書発行料の費

用負担の在り方を検討すること」につい

ては、平成 26年度および平成 28 年度に

実施した検案書発行料についてのアン

ケート調査結果から、全国において検案

料金基準がないことがわかったため、そ

うした曖昧な事態を改善するべく、検案

書発行料について一定の基準を設ける

とした場合のたたき台を策定すること

とした。 

 
 
 
Ｂ. 研究方法 

 

１．様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討 

および死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトの開発 

 

1-1. 様式を含めた死亡診断書（死体検

案書）の制度の在り方全体についての検

討 

 

 26年度研究においては、今後検討する

ための死亡診断書（死体検案書）の素案

を作成し、平成28年度研究においてはこ

の素案をベースに、研究班会議で検討を

加え、複数の修正案を取りまとめた。平

成29年度は、主に死亡診断書（死体検案

書）を医師から電子的に交付することと

なった場合の利点、問題点、法的・技術

的課題についての論点整理を試みた。 

今年度（平成30年度）は、前年度と同

様に、将来、死亡診断書（死体検案書）

の電子的申請を行うことを視野に入れ、

電子的申請における諸課題を整理し、死

亡診断書（死体検案書）の制度全体に係

る課題について検討を行った。諸課題の

整理にあたっては関係府省より担当者

を招聘し現状についての聴き取り、討議

を行い、現時点での問題点を明らかにし

た。また、死亡診断書（死体検案書）の

様式については、これまでも議論を重ね

様式の提案を行ってきたが、今回は特に、

妊婦の死亡原因情報が統計上正しく反

映されていないとの問題提起を受け、専

門家を招聘し現状の聴き取りを行い、死

亡診断書（死体検案書）の様式を提案し

た。 

 

1-2. 死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトの開発 

 

平成26年度研究より開発を始めた、死

亡診断書（死体検案書）作成支援ソフト

（以下「DiedAi」という。）について、

平成29年度研究においては、平成30年度

からの介護医療院の創設に伴う死亡診

断書（死体検案書）様式の変更や、平成

30年度版死亡診断書（死体検案書）記入

マニュアルに応じた機能追加を行うこ

とによって、改良に取り組んだ。 

今年度は、研究班会議で問題提起され

た、妊婦の死亡原因について正確な統計

情報収集を行うための、妊娠に関するチ

ェック項目機能、そして、新元号への改

元対応機能を主な項目として改良にあ

たった。 
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２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

 

26年度研究時より、日常的には警察の

検視・死体調査に立会う機会が少ない医

師等が、必要な場合に正確な検案をでき

るよう、死亡時画像診断の基本的な知識

の維持・向上に資するe-learning教材の

開発に着手し、一般財団法人 Ai情報セ

ンターに蓄積された症例について、放射

線医学、救急医学、小児科学、病理学等

の専門家による症例解説を付して、これ

を死亡時ＣＴ画像、生前の臨床情報と組

み合わせてe-learning教材として編集

した。編集済みの症例は、Ai情報センタ

ーのネットワーク・サーバーを経由して

インターネット上に公開し、検案を担う

医師の自己学習に供してきた。 

死亡時画像診断に特化したe-learnin

gを含めた自己学習用の教材については、

平成26～29年度に引き続き、症例の追加

等により開発を継続した。今年度の本研

究においても、これまでの教材を再検証

するとともに、効果的な学習が期待でき

る教育的症例を追加することが可能か

検討した。 

 

３. 検案に際して行われる検査の費用

や検案書発行料の費用負担の在り方の

検討 

 

死因究明等推進計画には「検案に際し

て行われる検査の費用や検案書発行料

の費用負担の在り方を検討すること」が、

取り組みの主な項目としてあげられて

いるが、本研究では平成26年度および平

成28年度に検案書発行料についてのア

ンケートを実施している。アンケートの

調査結果によれば、各地域によって検案

書発行料に非常にバラつきがあること

が見受けられたが、実際の検案にあたっ

ては、実施する場所や時間帯によって金

額に違いが生じることは当然である。検

案の際の妥当な金額を個別事案に応じ

て一定程度算定できるような仕組みを

設けることの必要性から、今年度は、ま

ず、検案書発行料について一定の基準を

設けるためのたたき台を策定し、研究班

会議において検討することとした。 

 

 

 

Ｃ. 研究結果 

 

１．様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討

および死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトの開発 

 

(1)概要 

死因究明の取り組みは平成24年施行の

死因究明等推進法に基づく「死因究明等

推進計画」という閣議決定に基づいて進

んでいる。こうした取り組みのきっかけ

としては、時津風部屋の力士暴行事件や

パロマの瞬間湯沸かし器の事故等、本来

防ぎうる死、犯罪死、熱中症が事前に排

除され、再発防止に繋げることの重要性

が背景としてある。 
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このことから、死因究明の取り組みは、

警察庁、法務省等が主となって取り組む

犯罪死体の見逃しの防止という側面があ

る一方で、医師を養成するという観点か

ら文部科学省、公衆衛生の観点から厚生

労働省が連携して取り組む側面がある。

さらに、内閣府に死因究明等施策推進室

が設置され、まさに府省横断的に政府全

体で一丸となって取り組まれているとこ

ろである。 

犯罪死体の見逃し防止と、公衆衛生の

向上という観点からの死因究明は、車の

両輪のように両者が上手く回ることによ

って初めて死因究明が成されるものであ

るが、本研究においては平成28年度報告

書でも述べた通り、公衆衛生の向上とい

う観点から死因究明をすることには①集

団を対象とすること、②傾向の変化を迅

速に把握すること、③集団への介入を行

うことという３つの要素があることを確

認した。ここでは当然１例１例の死因を、

解剖や死亡時画像診断で究明していくこ

とが大前提となるが、そこで得られた死

因について集団を対象にその死因の変化

を迅速に把握し、かつ介入をする際には、

保健所や都道府県の衛生行政を通じて公

衆衛生学的に集団に対して介入すること

が必要となり、このことはまさに公衆衛

生の観点からの死因究明であることを示

している。 

この点で最も重要な手段となるのが死

亡診断書（死体検案書）であり、医師が

情報を記述した死亡診断書（死体検案書）

は患者遺族に交付され、遺族が死亡届を

記入し死亡診断書（死体検案書）を添付

したうえで市区町村役場に提出し、その

結果、戸籍データが抹消され、人口動態

調査票が作成されたうえで日本の死亡統

計が完成する。こうした仕組みは人口動

態調査においても、死亡統計をはじめ日

本の保健行政を行ううえで非常に有用な

インフラとなっているため、この制度を

より精緻なものとしていくという視点か

ら、平成28年度報告書においては、「医

師が死亡診断書（死体検案書）をクラウ

ド上に電子的に交付し、瞬時に分析でき

るシステムを構築することも可能となる」

ことを述べた。 

これは、現状では医師が直接、遺族に

死亡診断書（死体検案書）を渡すという

手続を、政府に文書の受け渡しを取り扱

うクラウドのようなものを構築し、そこ

に医師が直接電子的に死亡診断書（死体

検案書）をアップロードすることをもっ

て交付するといった仕組みが想定される。

この場合、遺族にはその死亡診断書(死体

検案書)をダウンロードするためのパス

ワード等を伝えるか、その写し等をプリ

ントして手渡すことによって、遺族はそ

の情報をもとに電子的に死亡届を作成し

クラウド上に提出するという仕組みに繋

げていくことが考えられる。そして市区

町村役場においては、クラウド上に登録

されたこれらの死亡診断書(死体検案書)

と死亡届を照合、確認することによって、

初めて受理が成立するという一連の流れ

を電子的に完結させることが可能となる

し、さらには埋火葬許可証の交付をはじ

め、死亡に関する手続を一元的にそのク

ラウド上の電子政府において実行する仕

組みも考えられる。 

こうした仕組みを構築することによっ
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て、迅速に死因を把握しリアルタイムの

対応が可能となる技術的な基盤が作られ

るといったメリットがもたらされる。さ

らに、現状の仕組みでは、医師が遺族に

死亡診断書（死体検案書）を交付しても、

それを遺族が市町村に提出しない限りそ

の人物が亡くなったことにはならず、年

金の詐取等につながる可能性がある。ま

た、出生証明書を医師が書いて父母等に

渡しても、父母等がその出生届を市町村

に提出なければ、無戸籍の子どもが発生

してしまうことから、国の基本的な背骨

が揺らぐ事態が引き起こされる要因とな

りうる。よって、こうした文書の交付や

提出手続をクラウド上で一元管理するこ

とにより、システム的に上記のような事

態を事前に防ぐことが可能となる。 

ただ、こうした仕組み作りを推進する

うえで、戸籍制度については法務省、墓

地埋葬法については厚生労働省医薬・生

活衛生局生活衛生課、統計については厚

生労働省政策統括官付参事官付人口動

態・保健社会統計室、電子政府について

は内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室

の所管になるため、関係省庁が緊密に連

携をとりつつ構想を練ることが重要であ

る。 

そこで、今年度の研究班会議において

は、主に、死亡診断書（死体検案書）の

将来の電子的交付の可能性を踏まえつつ、

上記関係府省から担当者を招聘し、それ

ぞれ現状について説明を受け、質疑応答

等を行ったうえで、死亡診断書（死体検

案書）制度全体に係る課題について検討

することとした。すなわち、まず(2)に示

すとおり、政府における行政手続の電子

化に向けた現状について、次に(3)に示す

ように、死亡診断書（死体検案書）に記

載された情報が人口動態調査・死因統計

等にどのように利用されているかを、そ

れぞれ各省庁担当者から説明を受けた。 

さらに今年度の研究では、(4)に示すと

おり、妊産婦死亡の実態を正確に把握す

ることの重要性と死亡診断書（死体検案

書）書式への反映についても、専門家を

招聘して議論をし、総合的に様式を含め

た死亡診断書（死体検案書）の在り方に

ついて、概ね(5)に示すような検討を行っ

た。また、これらの検討を踏まえて、従

来から開発を継続中である、死亡診断書

（死体検案書）の電子的作成を支援する

ソフトについても、(6)に示すとおりの所

要の改良を加えた。 

 

(2)政府におけるデジタル・ガバメント

政策の推進 

（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略

室による説明） 

 

ⅰ 経緯 

IT戦略が完成したのが、e-Japan戦略と

しての2001年であり、当時（約20年前）

の眼目はインフラ整備にあり、情報通信

のブロードバンドインフラをどう全国

隅々まで実施し広めていくかを主眼にし

ていたが、そうした先人たちの努力のお

かげで、この情報通信インフラについて

は、現在、日本は世界でもトップレベル

にあると言われている。 

  次の段階として、そのインフラをどう

利用していくかという議論にシフトして

きており、最も大きな契機として、2016
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年12月に施行された官民データ活用推進

基本法（議員立法）があり、政府全体で

日本全体的に情報通信技術とデータを使

って新しいことに取り組むことが規定さ

れた。そこで、データ利活用として、20

18年の最新のIT戦略では、デジタル・ガ

バメントの実現ということが掲げられて

おり、民間企業も含めて日本全体で、デ

ータを活用しICTの力を使って、デジタル

上で様々な業務を行う方向に進んでいる。 

 民間事業者と比較し政府が少し遅れを

取っているが、世界全体の流れと同様、

デジタル・ガバメントへの移行という課

題を設定し推進することが現在の政府の

IT戦略の中心的な議題になっている。 

 

ⅱ デジタル・ガバメントとは 

デジタル・ガバメントとは、社会全体

のデジタル化が必要であるなかで、行政

サービスについてデジタル化を進めてい

くということであり、様々な行政手続を

エンドツーエンドで、デジタル技術で完

結する社会を目標としている。 

 行政サービスの100％デジタル化にお

いて、具体的な取り組みとして３つの原

則を掲げている。1点目は、デジタルファ

ーストであり、個々の手続・サービスが

一貫してデジタルで完結するということ

である。2点目が、ワンスオンリーであり、

一度提出した情報はすでに行政機関はそ

の情報を把握しているのであるから、再

度利用者に同じ情報を求めないようにす

るという方針である。最後に3点目として、

コネクテッド・ワンストップであり、IC

Tとデータの力を借りてワンストップで

行うことであり、複数の手続・サービス

がどこからでも一か所で実現することで

ある。 

 この３原則を実現するために、どのよ

うな分野からのアプローチが必要か、こ

の計画策定のなかで議論がなされた。そ

の中で、いかに国民である利用者の視点

に立ったデジタル化、デジタル・ガバメ

ントを推進するかを考えると、介護、育

児、引越し等、個々人のライフイベント

ごとに行政と民間企業との接点が生じる

ことから、その接点単位で区切りながら

デジタル化が進められないか検討をして

いる。 

中でも死亡・相続の関係の手続が、国

民にとって相当煩雑になっており、死

亡・相続の関係手続をワンストップサー

ビスにできないかという議論をしている。 

 

ⅲ デジタル手続法案の概要 

「死亡・相続」に関する社会情勢につ

いては、高齢化による死亡者、単独世帯

数、相続が原因となる事件数の増加が傾

向として見られ、こうした状況でデジタ

ル・ガバメント実行計画を策定し推進し

ている。国会でデジタル手続法案を提出

し法律にしようという動きがある。 

 従来も行政手続をオンライン化する法

律はあったが、基本的には紙ベースが前

提でオンライン化もできるという法律だ

った。今後はオンライン化しなければな

らないという規範を持たせ、その法律の

なかでデジタルファースト、ワンスオン

リー、コネクテッド・ワンストップとい

う３つの原則を掲げながら、行政手続の

オンライン原則、添付書類の撤廃として

明示している。また、オンライン化のた
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めのシステム整備に加え、ワンストップ

を実現するため、死亡・相続手続にかか

わる民間事業者についても協力の努力義

を謳った法案を目指している。法案が国

会を通れば、その法律に基づいてこのワ

ンストップサービスを検討していくこと

になる※。 

 

ⅳ ワンストップサービスの検討と「死

亡・相続」に係る手続について 

ワンストップサービスの検討について

は士業、自治体、民間事業者、関係省庁

をはじめとする参加者をワークショップ

形式にて議論を行った。なかでも特に利

用者、つまり死亡された方と被相続人で

ある遺族の方の立場に立ったサービス提

供を中心に据えた議論となった。 

行動の一連の流れを表す「カスタマー

ジャーニー」を整理すると、もし身内に

不幸があった場合には、死亡後の遺体の

搬送、死亡届の提出、葬式、種々の届出

の準備、行政機関、年金機構、民間企業

への手続、電気・ガスの停止、相続に関

する遺言書の確認、残された金融資産、

不動産、法定相続人間の遺産分割協議後

の金融機関・不動産への諸手続、相続税

の申告・納付等の手続がある。 

 

ⅴ 死亡手続と相続手続における問題の

所在 

仮に死亡届を提出する状況下では、ま

ず死亡した方に遺族がいて、遺族が死亡

届や火葬の対応をすればその後の手続が

進む。最近の実態として、例えば高齢者

図 1-1 中期ソリューション案 
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で一人暮らしをしている場合などは、遺

族が死亡届とか火葬の対応をしないとい

う状況があり、自治体で遺族の連絡先を

把握していれば遺族に勧奨して手続を促

すが、自治体で遺族の連絡先を把握して

いないとなると、手続を案内することが

できず、自治体の職権によって死亡届や

火葬の対応をしている現状がある。 

死亡届が仮に提出された後、手続を知

っていたとしても、健康保険や年金等、

同様の必要書類の手続を理解し、同様の

項目に度々記入しなければならない状況

がある。遺族が個人の属性等を知らない

ケース、知っていても必要な手続や書類

を失念してしまうケース、そもそも遺族

が手続の存在を知らないというケースも

あるため、手続の漏れや必要書類の不備

から手続を度々繰り返さなければならな

い状況がある。 

行政と民間による死亡に関する手続の

後は遺産・相続の段階となるが、故人が

契約していた金融機関情報がないため解

約手続がなされないとなると、金融機関

においても契約管理のためのコストが発

生するという問題がある。故人の金融機

関情報を知っていたとしても、閲覧や手

続ができるのは、原則として法定相続人

であるため、自らが法定相続人であると

いうことを証明する必要があり戸籍の取

得等、遺族にとっての負担は大きい。金

融機関側も法定相続人のチェックでは最

も苦労するところであり、契約金融機関

が複数ある場合などは、両者にとってさ

らに手続が煩雑となる。 

 

ⅵ 今後のスケジュール 

中期的なソリューション案としては、

図1-1に示した通りであるが、仮に死亡者

をＳさん、その法定相続人をＨさんとす

ると、Ｓさんの死亡届が自治体に提出さ

れれば、その情報を市役所で共有可能で

あり、また、行政機関においては住基ネ

ット等でその情報を共有できるため、必

要な情報を、例えばマイナポータルに表

示し、それを法定相続人であるＨさんに

確認してもらうというソリューションで

ある。ただし、Ｈさんが本当に法定相続

人であることを信頼できる第三者が認証

する仕組みが必要であり、それをどのよ

うに進めるか議論しているところである。

Ｈさんが法定相続人であるということを

認証できれば、行政の手続だけでなく、

民間のポータルサイトがあったとして、

そこにログインをし、故人の金融機関の

口座情報等を照会したうえで残高証明、

遺産相続の基礎情報を収集し遺産相続の

分割協議を行い、金融機関等に申請する

という流れでのワンストップが推進でき

ないかを検討している。 

ただ、認証を行う第三者がどこになる

のかが難しい問題であり議論が進んでい

るが決定に至っておらず、当面2019年度

に向けては、図1-1の上部の仕組みである

が、自治体職員が必要な手続を説明でき

る仕組みを作ることを目指している。 

現時点ではマイナポータルを介入せず

に、死亡届出が提出された後に、自治体

に設置される、おくやみコーナーなどの

ワンストップの窓口にて、自治体職員が

法定相続人の方に必要な手続を説明する

ことができる支援ナビを作れないかと考

えている（図1-2参照）。実態は、手続す
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る国民が市役所に足を運び相談している

状況であるが、将来的には来庁せずとも

オンラインで必要な手続ができる中期的

なイメージへの移行を考えている。 

2019年3月末にデジタル・ガバメント分

科会という、IT戦略を推進するための会

が開催され、そこで具体的な方策を提案

した後、2019年度にはこの自治体が設置

する「おくやみコーナー」を支援するナ

ビについての実証実験の実施を考えてい

る。この実証実験で様々な課題を洗い出

し、今後中期的な目標に向かって進めて

いく予定である。また、信頼できる第三

者や、民間ポータルをどのように実現す

るか、金融機関・証券等の払戻しの手続

等についても議論し、引き続きワークシ

ョップ等を開催し検討を進めていきたい。 

※「(2) 政府におけるデジタル・ガバメ

ント政策の推進」の項の記述は、2019

年2月末時点で研究班が聞き取った説

明にもとづいている。本報告書作成時

点の2019年3月末にはデジタル手続法

案が国会に提出され、その後、5月に

成立した。 

 

(3)死亡診断書（死体検案書）に記載さ

れた情報の人口動態調査(死亡統計)に

おける利用 

（厚生労働省政策統括官付参事官付人

口動態・保健社会統計室による説明） 

 

ⅰ 人口動態調査の概要 

図 1-2 2019 年度ソリューション案 
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死亡診断書（死体検案書）はわが国の

死因統計作成の基本資料となるもので、

まさに人口動態調査で活用されており、

密接な関係にある。今回はその人口動態

調査について、例えばどうやって調査が

行われているか、調査票を改正するには

どのようなプロセスが必要かをご説明す

る。 

まず人口に関する統計調査は、静態調

査と動態調査の２つの種類がある。静態

調査は一時点の事象を把握するものであ

り、一方、動態調査は一定期間内におけ

る事象の動きをみるものとなっている。

静態調査の例としては国勢調査、動態調

査は厚生労働省が所管している人口動態

調査というカテゴリーになる。国勢調査

は、5年に1度10月1日に総務省所管で行っ

ており、日本に住んでいるすべての人と

世帯を対象にしており、国内の人口や世

帯の実態を明らかにするものとして行っ

ている。一方で、人口動態調査は、1月1

日から12月31日までの、すべての出生・

死亡・死産・婚姻・離婚の動きをみるも

のとして統計調査を行っている。 

次に人口動態調査の概要であるが市区

町村長が作成する人口動態調査票に基づ

いて、人口動態統計というものが作成さ

れる。出生・死亡・婚姻・離婚について

は、戸籍法によってその届書から起こし、

死産は死産の届出に関する規定によって

届書から人口動態調査票を作成する。そ

の調査票の集計結果が人口動態統計とな

る。 

まず、調査の目的であるが、わが国の

人口動態事象を把握し、人口及び厚生労

働行政施策の基礎資料を得ることを目的

としている。主な活用事例としては、人

口推計、生命表、WHOやOECDへの情報提供

なども行っている。次に調査の沿革とし

て、昭和22年に統計法に基づいて「指定

統計」ということで指定され、現在では

統計法が全面改正され、新たな統計法の

もとで「基幹統計調査」となっている。

ニュースでもよく耳にするかと思うが、

基幹統計調査は特に重要な統計調査とし

て、統計法上位置付けられており、国勢

調査や患者調査など約50種類ほどある。 

次に、調査の対象と客体であるが、市

区町村長が出生・死亡・死産・婚姻及び

離婚の届出を受けたすべてを対象として

おり、調査の期間は1月1日から同年12月3

1日までに事件が発生したもので、暦年調

査となっている。ただし、調査年翌年の1

月14日までに市区町村長に届け出られた

ものを対象としている。出生届などは戸

籍法によって出生の日から14日以内に届

け出れば良いことになっており、月遅れ

の分をカバーするためにこうした調査計

画となっている。調査票及び調査事項は、

出生票、死亡票、死産票、婚姻票及び離

婚票の５種類の調査票を設けている。 

 

ⅱ 統計の概要 

人口動態統計の公表の種類は、全部で

５種類あり、まず「速報」は単純に毎月

の調査票をカウントした数で、調査月の

２か月後に公表することになっている。

次に「月報（概数）」は、同じく毎月公

表するものであるが、更に踏み込んで死

因等の結果表なども含めて調査月の５か

月後に公表することになっている。「年

間推計」は、速報と月報の２つのデータ
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を使って、年末に推計値として公表して

いる。「年計（概数）」については、調

査年の翌年6月に公表しているが、マスコ

ミからの問い合わせが最も多く、特に合

計特殊出生率がよくニュースで触れられ

ており、関心を集めている。そして最後

の「確定数」は調査年の翌年9月に公表さ

れる。よって調査年が終わって翌年の9

月にすべてのデータが確定することなる。 

ここで平成29年の確定数について紹介

する。結果のポイントとしては、出生数

は946,065人で調査開始以来最少であり、

合計特殊出生率が1.43で前年よりも低下、

死亡数が1,340,397人で、戦後最多となっ

ている。また、人口動態統計では、こう

した死因順位別の死亡数、死亡率、構成

割合を公表しており、１位は悪性新生物

で、前年に引き続き１位となっており、

２位に心疾患、３位に脳血管疾患と続い

ている。 

次に、「e-Stat（政府統計の総合窓口）」

というホームページを紹介する。こちら

は総務省が所管しているポータルサイト

であるが、ここですべての日本の統計と

いうものが閲覧できる。人口動態統計の

統計表は約500種類あり、ほぼすべての統

計表がe-Statに掲載されているため、統

計表の利用の際には活用いただきたい。 

 

ⅲ 人口動態調査の実務 

人口動態調査において、実際に調査票

をどのように作成しているかというこ

とについて説明する。まず医師がその死

亡診断書（死体検案書）を医師法に基づ

いて遺族に交付し、遺族は死亡診断書

（死体検案書）を見ながら死亡届を作成

し、これを市区町村に届け出る。市区町

村の戸籍事務担当者が、死亡診断書（死

体検案書）と死亡届に記載された情報を

基に死亡票という調査票を作成する。 

この作成にあたっては、戸籍情報シス

テムというものを使っており、1,900の市

区町村においてそれぞれ独立したシステ

ム環境となっている。戸籍に関わる事項

を扱っているため、かなり厳重にスタン

ドアローンで管理されており、ベンダー

についても1社が独占しているわけでは

なくて、6社がそれぞれ管理しているとい

う状況である。 

この調査票の作成にあたって最も重要

なのが、正確性の確保であり、厚生労働

省も統計を作成するうえで、この正確性

の確保に非常に重きを置いており、市区

町村のほうで移記すべき事項が、誤りな

く調査票に記載されていなければならな

い。 

ただ、手書きの死亡診断書（死体検案

書）を正確に読み取って入力する苦労が

大きいという話をよく聞くため、死亡診

断書（死体検案書）の電子化が実現され

れば、その苦労を解決する手段になるの

かと思われる。 

実際の調査票（死亡票）の様式として

は、ほとんど死亡届の様式と、死亡診断

書（死体検案書）の様式をそのまま移し

て記載できるようになっている。このう

ち死亡原因を記載するＩ欄・Ⅱ欄がまさ

に調査票の1丁目1番地のところであり、

頑張って市区町村の方に入力していただ

いている。 

次に人口動態調査の大きな体系図であ

るが（図2-1参照）、まず、登場人物とし
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て市区町村、保健所、都道府県、厚生労

働省が主体となっており、市区町村では

各種届出を基に、こちらの人口動態調査

事務システム、つまり戸籍情報システム

によって調査票を作成する。紙で打ち出

されるもの、電磁的記録媒体に落とし込

むもの、オンライン報告システムに落と

し込むもの、この3つの方法によって保健

所・都道府県・厚生労働省へ提出し、保

健所、都道府県、厚生労働省でそれぞれ

受付審査を行い、途中疑義照会を挟み、

不備がある箇所については、都道府県が

保健所に問い合わせてデータ修正をして

いる。この際、Ｉ欄・Ⅱ欄など死因に係

るところについては、保健所を経由して

医師に照会することもある。基本的には

この３種類が提出方法としてあるが、厚

生労働省としては自治体に対して、原則

人口動態調査オンライン報告システムに

よって提出してほしいと依頼している。 

このシステムの導入状況は、都道府県

で100％であり、保健所については、1保

健所を残して全て導入済み、市区町村は

まだ25％しかシステム導入がなされてい

ない。このシステムを使うことで審査が

自動化され負担軽減につながったり、調

査票や電磁的記録媒体が紛失したりする

リスクが少なくなるといったメリットが

あるため、厚生労働省としては導入を勧

めているところである。また、審査につ

いては自治体で行う事務をまとめた「人

口動態調査必携」というものを用いて、

全国統一した基準で行うようにしている。

かなり規模の大きい調査になり、市区町

村から厚生労働省までデータが到達する

のに2ヶ月ほどかかる。 

 

ⅳ 人口動態調査票を改正する際に考慮

すべき点 

次に調査票を改正する際の注意点につ

いてであるが、例えば2020年1月調査分か

ら調査票を改正して、新しい調査事項を

集計したいとなった場合、逆算すると20

19年2月までに企画案を確定させていな

図 2-1 人口動態調査の体系図 
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ければならない。理由としては、戸籍情

報システムが1,900のスタンドアローン

のシステムとなっているため、システム

改修は個々に手当てしていくことから1

年間期間が必要であり、かなり時間がか

かるという実態があるため、現実的な改

正適用というのは2021年１月あるいは、2

022年１月になってしまう。また、改正の

必要性を統計委員会に説明する必要があ

るが、統計調査は報告者負担について配

慮しなければならないため、むやみに調

査事項を増やすことができず、調査結果

の利活用、施策での利用目的、指標の使

い方を具体的に説明することで、総務省

や統計委員会に認めてもらう必要がある。 

 

ⅴ 調査票情報の二次利用について 

最後に、調査票情報の２次利用につい

て説明する。この調査票情報は、いわゆ

る生データというもので、高度な公益性

を有する研究に限って、統計表の作成や

統計的研究を行う場合は、以下の3つの要

件にあてはまる場合にデータを使うこと

ができることになっている。 

１番目がいわゆる厚生労働省などが委

託をして調査研究を行う場合、２番目が

例えば厚労科研費などを使って行う研究、

３番目があまり実例はないと思われるも

のの、厚生労働大臣が特に必要だと特別

認めた場合であり、ほとんどは１番と２

番が主流となっている。申請は大体年間2

00件以上あげられており、最近話題とな

ったものとしては、周産期関連の医療デ

ータベースのリンケージ研究というもの

があげられ、国立成育医療研究センター

の森臨太郎先生によって行われた研究で、

死亡票、出生票、死産票をリンケージす

ることで妊産婦死亡の実態を明らかにし

ていこうという研究だと把握している。 

調査票データの利用を希望する際には、

厚生労働省政策統括官付参事官付審査解

析室の相談窓口が連絡先となっている。 

 

(4) 妊産婦死亡数の正確な把握と死亡診

断書（死体検案書）書式への反映 

 

ⅰ 問題の所在 

これまで我が国の死因統計（人口動態

統計）は ICD-10 (2003年版) を適用して

いたが、2017年1月１日より人口動態調査

における集計がICD-10 (2013年版)に基

づくこととなった。これに伴い、これま

では妊産婦死亡に含まれていなかった産

褥うつをはじめとした精神疾患等による

自殺等も妊産婦死亡に含むこととなった。

これを受け、平成29年度死亡診断書（死

体検案書）記入マニュアル（厚生労働省

編）においては、「妊娠もしくはその管理

に関連した又はそれらによって悪化した

すべての原因」による自殺あるいは基礎

疾患により、妊娠中から出産後1年未満の

死亡を診断（あるいは検案）した場合に

は、死亡診断書（死体検案書）の死亡の

原因のⅠ欄に死亡時期（妊娠中であれば

「妊娠○週」、分娩中であれば「妊娠○週

の分娩中」、産後であれば「分娩した妊娠

週数、産後○日」と記載、以下同じ。）を

記載する。一方で、妊娠・分娩・産後1

年未満の死亡であっても、「妊娠もしくは

その管理に関連した又はそれらによって

悪化したすべての原因」ではないと医師

が判断した場合には、死亡時期はⅡ欄に



 

- 17 - 
 

記載することにより区別し、このような

事例は妊産婦死亡、後発妊産婦死亡には

カウントされないこととされている。 

28年度研究では、妊産婦死亡かどうか

の区別を、死亡時期をI欄かⅡ欄かで区別

することも可能であるが、そのようなル

ールを熟知している医師でなければ正し

く記載することができず、より使いやす

い死亡診断書（死体検案書）の様式とす

るためには、妊娠（妊娠中から出産後1

年未満）であるか否かのチェックボック

スを用いて必要な情報を集めることが望

ましいという考察に至った。 

今回、死亡診断書（死体検案書）に妊

娠（妊娠中から出産後1年未満）であるか

否かのチェックボックスを新設すること

によって妊産婦死亡統計への正しい活用

に結び付けるという具体的な提案につい

て、日本産科婦人科学会周産期委員会の

専門家（代田産婦人科・久保隆彦名誉院

長）から説明を受け、その後質疑応答等

を行った。 

 

ⅱ 後発妊産婦死亡を把握することの重

要性に関する専門家からの提案 

（代田産婦人科・久保隆彦名誉院長によ

る説明） 

 

ａ．概要 

我が国の妊産婦死亡の全数解析はこ

れまでに長屋班と池田班が行ってきた。

長屋班は平成3,4年の２年間、池田班は

図 3-1 日本の後発妊産婦死亡（2010 年から）           （久保医師作成） 
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平成22年から現在も続けており、久保医

師は両班の解析委員をやっている唯一

のメンバーである。長屋班の当時から後

発妊産婦死亡の問題は議論の対象とな

っていた。妊産婦死亡には、妊産婦死亡

と後発妊産婦死亡の2つがあり、要件と

しては、妊産婦死亡は妊娠中から出産後

42日未満、後発妊産婦死亡は出産後42日

以降１年未満である。しかも、妊娠もし

くはその管理に関連して、またはそれら

によって悪化したすべての原因による

死亡である。以前、不慮（交通事故や自

殺）は含まれなかったが、2017年からは、

ICD-10の2013年の変更に従って自殺も

含まれるに至った。 

 

ｂ．日本における妊産婦死亡統計の問題

点 

日本における妊産婦死亡統計には３

つの問題点がある。 

第一は日本で報告されている後発妊

産婦死亡が極めて少ないことである。国

立成育医療研究センターの森臨太郎先

生は、リンケージ法によるわが国の2015

年・2016年の産後の妊産婦死亡数は147

人と政府の報告と大きく乖離している

と指摘している。 

第二は、これまで自殺は妊産婦死亡に

カウントされていなかったが、2017年か

ら産科的原因による自殺がカウントさ

れるようになった。東京都の過去10年間

の調査から、我が国では年間約80人の妊

産婦の自殺が推測されるが、このルール

が開始されたにもかかわらず自殺によ

る妊産婦死亡は報告されていない。 

第三は妊産婦死亡時期の自殺あるい

は悪性疾患による死亡が、妊産婦死亡の

要件である産科的原因があるかどうか

で決まるのだが、これを医師が判別・報

告するスキームがないため、例えリンケ

ージ法をもってしても意味をなさない。 

上記のことから、わが国の真の妊産婦

死亡数は正しくカウントされていない

可能性が高く、早急な対策が望まれる。

図3-1で示したグラフが、2010年からの

日本の後発妊産婦死亡で、2013年と2015

年の１例のみとなっているが、森臨太郎

先生の調査では2015年・2016年で147人

が報告されているため大きく乖離して

いる。 

 

ｃ．リンケージ法とその問題点 

リンケージ法は、出生届、死産届、死

亡届から、出産後１年未満の妊産婦死亡

を把握する公衆衛生学的手法である。19

95年当時、欧米の公衆衛生学者と話をす

ると、MMR（妊産婦死亡率：Maternal Mo

rtality Ratio）を指標として使用する

ことは意味をなさないと言われた。理由

としては、リンケージ法で把握すると妊

産婦死亡数は政府報告の倍以上になる

ためであり、政府の報告は不正確だとい

う話を聞かされていた。しかし、リンケ

ージ法にも限界はあり、分娩後の死亡は

分かるが妊娠中の妊産婦死亡は把握で

きない。また、自殺やがんで死亡した場

合、これが産科的原因で死亡したかどう

か判断できないため、本当に間接妊産婦

死亡に入れるかどうかはリンケージ法

だけでは決められない。 

アメリカ、フィンランド、スウェーデ

ンではリンケージ法での調査と政府報
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告との比較がある。アメリカ・メリーラ

ンド州における政府の正式報告では妊

産婦死亡は57例、同期間でリンケージ法

だと137例、後発妊産婦死亡は103例。フ

ィンランドでは、正式報告が45例、リン

ケージ法だと114例、後発妊産婦死亡は3

05例。スウェーデンでも正式報告75例で、

リンケージ法164例、後発妊産婦死亡327

例と、約倍増とか３倍くらいといった乖

離があった。しかし、リンケージ法はあ

くまで研究であって継続する統計には

利用することが困難なことからこうし

た点でも限界があると言える。 

リンケージ法のもう一つの問題点で

ある産科的原因の判断であるが、この産

科的原因は、自殺を含めた外因死等を妊

産婦死亡とする要件であり、この要件が

なければ妊産婦死亡に該当しない。その

要件の産科的原因というのは、①妊娠・

分娩・産後の産科合併症の関与、義務の

怠慢又は不適切な処置から生じた場合、

あるいは②妊娠前から存在した疾患ま

たは妊娠中に発症した疾患が妊娠の生

理作用によって悪化した場合であり、こ

うした要件においての自殺、がんでの死

亡は間接妊産婦死亡に入ってくる。図3-

2は順天堂の竹田省先生が、東京23区の

監察医務院の2005～2014年に行った不

審死あるいは自殺の解析である。10年間

で63例の妊娠中から出産後1年未満の自

殺があり、妊娠中が23例、産後１年以内

は40例であった。このデータと東京都の

図 3-2 東京 23 区の妊産婦死亡のデータ（東京都監察医務院、2005～2014 年）（久保医師作成） 
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10年間の出生数から推計すると、毎年約

88名の妊産婦の自殺があるのではない

かと考えられる。なお、このデータにつ

いては１例１例精査しているため、産科

的原因があるという前提である。 

森臨太郎先生の2015年・2016年のリン

ケージ法による産後１年以内の自殺は9

2名であり、どちらにしろ、実際はこう

した妊産婦の自殺が政府によって報告

されていないということがわかる。実際

は１歳未満の子どもを連れた心中とい

うのは、完全な妊産婦死亡であることに

間違いはなく、虐待事例においては報告

されているが、妊産婦死亡として報告さ

れていないということもわかる。 

 

ｄ．死亡診断書（死体検案書）における

妊娠のチェックボックス新設の提案 

アメリカの研究論文で、死亡証書の妊

娠のチェックボックスによって妊産婦

死亡の報告件数が上がるというものが

あるため紹介する。 

研究の背景は通常の調査方法では半

分以上の妊娠関連死亡が把握されてい

ないとの報告が多く、目的は死亡証書に

妊娠のチェックボックスを設けること

で、妊娠関連死亡を確定する有効性を評

価することである。研究方法はCDC（ア

メリカ疾病予防管理センター）とPreven

tion’s ongoing Pregnancy Mortality 

Surveillance Systemのデータベースを

利用し、1991年・1992年の2年間の死亡

証書の妊娠のチェックボックスを含ん

だ状態を明らかにするというものであ

る。結果としては、16州とニューヨーク

市の17ヶ所で死亡証書に妊娠のチェッ

クボックスと、死亡者の妊娠に特化した

質問が含まれており、425例の妊娠関連

死亡のうち、124例（29％）が、妊娠の

チェックボックスのみで妊娠関連死亡

と決定されていた。結論としては、死亡

証書に妊娠の指標がないときに、死亡証

書に妊娠の情報を記載することは、妊娠

関連死亡を確認するために単純で効果

的な方法である。常に妊娠のチェックボ

ックスを使用することは、妊産婦死亡を

より多くカウントでき、母体死亡のリス

クや原因を正確に分析できるというも

のであった。この研究では、妊娠関連チ

ェックボックスだけで124例が妊娠関連

死亡と決定されており、チェックボック

スと妊娠のキーワードで234例であるた

め、チェックボックスがあれば全体の内

８割以上が妊娠関連死亡と決定できる。

一方、キーワードのみでは上手くいかず

62例であり、出生届あるいは死産届では

5例と、チェックボックスがいかに有用

かを示したものがこの研究論文の結論

であった。 

各州でどのようなチェックボックス

の様式かというと、様々な項目がある。

 ①女性では過去1年以内に妊娠してい

  たか？（はい・いいえ） 

②10～49歳の女性で、過去1年以内に

妊娠していたか？（はい・いいえ・

不明） 

③女性では、死亡時妊娠又は死亡の1

年以内に妊娠していたか？（はい・

いいえ） 

④50歳以下の女性の死亡の場合、１年

以内に妊娠しているか？（いいえ・

はい）⇒もし「はい」なら妊娠の転
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帰は？（生産・流産・中絶・なし）

⇒転帰の日を記載する 

⑤女性では1年以内に妊娠していた

か？（はい・いいえ）⇒分娩日を記

載する 

⑥死亡時に妊娠していたか？（はい・

いいえ・不明）、過去１年以内に妊

娠していたか？（はい・いいえ・不

明） 

以上のようなチェックボックスに集約

された。 

死亡証書・死亡診断書等に「妊娠に関

連するチェックボックス」を採用してい

るのは、ニュージーランド、オランダ、

フランス、アメリカ、台湾などであり、

アメリカは州によって異なる。 

以上のことから、もしも日本の死亡診

断書（死体検案書）に妊娠関連のチェッ

クボックスを新設するとしたら、どのよ

うな注意点があるか考察した。50歳以上

の分娩はきわめて危険であり、全例卵子

提供でかなり死亡率の高い出産ではあ

るが、年齢を限定するのではなくすべて

の女性を対象とすることが望ましい。ま

た、自殺、悪性腫瘍などは、「妊産婦死

亡」ではないと思っている医師が非常に

多い。死亡診断書（死体検案書）記入マ

ニュアルが改定され、なおかつ日本産科

婦人科学会周産期委員会から専門医機

構基盤学会に、自殺についても2017年か

ら妊産婦死亡に含まれるのでチェック

を呼びかけているがチェックされてい

ないため、死因に関係なく、自殺であっ

ても妊娠していたかどうかをチェック

することが必要である。また、妊娠中と

産後42日未満の死亡だけが妊産婦死亡

と思っており、後発妊産婦死亡について

知らない医師が産科でも多いことから、

やはり1年未満の出産で、生産だけでは

なく、流産、異所性妊娠（子宮外妊娠）、

死産をもチェックする必要がある。 

さらに妊産婦死亡と後発妊産婦死亡

の判別をするためには、産後何日あるい

は何か月で死亡したのかの情報が必要

であるため、妊娠の転帰の日がわかれば

良いのではないかと考えた。 

自殺・外因死が妊産婦死亡に相当する

か否かを正確に判定するためには、死亡

確認をした医師が「産科的原因」である

か否かをチェックする必要があり、この

チェックがないと間接妊産婦死亡に入

らず不十分である。「産科的原因」を理

解せずに死亡診断書（死体検案書）を作

成する医師が多いため、マニュアルでは

なく死亡診断書（死体検案書）の欄外に

「産科的原因」を解説する必要があるだ

ろう。 

次のような妊娠のチェックボックス

の新設を提案する（久保医師私案）。 

女性が死亡した場合の追加条項とし

て、「自殺の場合でも記入する」という

ことを入れたうえで、 

（ア）妊娠中あるいは過去一年以内に妊

娠していたか？（１なし、２あり） 

（イ）（ア）で「２あり」を選択した場

合、死亡には「産科的原因」があっ

たか？ （１あり、２なし） 

（ウ）（ア）で「２あり」を選択した場

合の妊娠の転帰（１生産、２流死産、

３異所性妊娠、４人工妊娠中絶、５

妊娠・分娩中の死亡、６不詳） 

（エ）（ウ）で１、２、３、４、５を選
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択した場合には妊娠の転帰日と、死

亡時妊娠週数 

を、チェックするというものである。 

欄外の解説としては、「産科的原因」

とは妊娠・分娩・産後の産科合併症の関

与、義務の怠慢または不適切な処置から

生じた場合あるいは、妊娠前から存在し

た疾患または妊娠中に発症した疾患が、

妊娠の生理作用によって悪化した場合、

と追記してはどうかと考える。 

 

ⅲ 研究班における議論 

 専門家から以上のような説明を受け、

研究班会議では続いて以下のような議

論を行った。 

まず、警察協力医あるいは監察医とし

て、自殺した産後１年未満の女性を検案

する際に、産科的原因があったかどうか

は検案でわからない部分が多くあり、

「あり、なし」だけの項目ではチェック

がしにくいという意見があがった。 

この点については、解剖の場合、病理

解剖と司法解剖とがあり、病理解剖の場

合、多くの場合はそこで担当医が関わっ

ているので判断が容易であるが、司法解

剖の場合は聴き取り調査を行わないこ

とには判断が難しく、解剖によって判明

した情報は家族に伝えらえることから、

担当医に対して聴き取りし判断をする

しかないという考え方がある。 

次に、「出産してから１年以内の死亡」

については、２人目を妊娠していた可能

性もあるため、1人目と２人目の妊娠の

どちらに基準を置いて判断するのか難

しいのではないかという意見に対して

は、こうした可能性は十分にあり得るこ

とであり、後発妊産婦死亡とも妊産婦死

亡とも判断できるため今後の議論の必

要性が認識された。 

なお、死亡診断書（死体検案書）の様

式においては、以上の発表と議論を踏ま

え、（巻末資料）に示す試案を作成した。 

 

(5)様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の在り方についての検討 

研究班では、デジタル・ガバメントの

推進に関して、行政機関間の情報連携や

手続がオンライン化された場合に、現行

の死亡診断書（死体検案書）の交付のな

がれにどのような影響が生じるのかに

ついて議論がなされた。地方公共団体等

についてはオンライン原則が努力義務

であるため、死亡診断書（死体検案書）

については電子化が必須ということで

はないものの、電子化したうえでのやり

取りが可能となれば手続上には劇的な

変化が予測される。 

 また、「死亡・相続」に係るカスタマ

ージャーニーにおいて、死亡診断書（死

体検案書）が活用される場としては、特

に遺産分割協議前の「金融資産・動産の

調査」と、遺産分割協議後の「金融資産・

動産の名義変更等」とが考えられるが、

金融資産の中でも特に生命保険での死

亡保険金については、死亡診断書（死体

検案書）の原本や写しの提出が民間企業

から依頼されるケースがある。あるいは

雇用保険や労災認定といった、いわゆる

行政手続においても死亡診断書（死体検

案書）の写しが添付書類として必要とな

ってくる。 

デジタル手続法案のなかでは、行政機
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関間の情報連携等により省略が可能と

なる添付書類は撤廃することについて

も掲げられているため、死亡診断書（死

体検案書）の電子化を進めておくことは

今後相当のメリットが生じると思われ

る。 

この他にも、たとえば、解剖を行った

医師が、その時点では死因となる病名が

特定できずクラウド上に「不詳の死」と

して載せた後、1ヶ月～1ヶ月半後に病名

が特定できたため書き直しが必要とな

った場合、政府のクラウド上に医師が病

名変更届をアップし厚労省が確認する

というような活用も予想され、医師の書

面手続上にも大きな利便性がもたらさ

れることが考えられる。 

次に、人口動態調査についての説明に

関連して以下のような議論がなされた。

 最初に、死亡診断書と死体検案書の区

別についてであるが、医師が死亡診断書

（死体検案書）を発行するときには、死

亡診断書と死体検案書を区別して発行

しているものの、人口動態調査上におい

ては死亡診断書と死体検案書の区別が

なされていない。公衆衛生上この２つを

区別して集計するのであれば、人口動態

調査票の記載フォームを変更し、死亡診

断書なのか死体検案書なのか区別する

ことは１つの手段として考えられる。具

体的には、死亡診断書（死体検案書）を

書いた医師にとって、亡くなった方が今

まで診療を担当していた患者なのか、そ

れ以外なのかというのが死亡診断書と

死体検案書の区別であり、公衆衛生上、

その区別をつけたうえ在宅で看取った

ケースをクロス集計することによって、

在宅死を看取りと判断できる等の意義

がある。一方で、諸外国においてはDeat

h Certificate（死亡証書）として1本化

し、特に両者を区別していない例が多い。

もし今後、死亡診断書と死体検案書を死

亡証書という形で１つにまとめるので

あれば、医師法の改正を伴うことではあ

るが、“医師は死亡の診断または死体の

検案をせずして死亡証書を交付しては

ならない”という条文にして、様式につ

いても現在、「死亡診断書（死体検案書）」

とあるものを、「死亡証書」と１つにす

ることが、具体的な方法として考えられ

る。 

さらに、死亡診断書（死体検案書）の

内容（項目数）と報告者負担の関連性に

ついてであるが、統計調査が報告者の負

担を減らすことに重点を置いていると

いうことから、例えば、死因特定におけ

る手法も変化しつつある中、現在の死亡

診断書（死体検案書）様式には情報が不

足している面が見受けられるため、死亡

診断書（死体検案書）の中身の項目を増

やして時代に沿った内容に変更したと

しても、死亡診断書（死体検案書）を電

子化すれば、市区町村担当者が手打ち入

力するという行為がなくなり、報告者負

担そのものは軽減されると考えられる。 

このことから、死亡診断書（死体検案

書）の項目を増設し様式変更することに

よってもたらされるメリットも考えら

れるため、今後も死亡診断書（死体検案

書）の様式における様式の提案を検討課

題として重点を置くとの結論に至った。 

その他、人口動態調査票に解剖の項目

があるが、死因究明において非常に重要
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なデータである解剖総数について、出生

数や死亡者数のところに１行データを

加えて公表してはどうかという提案が

あった。 

ここまでの議論を通じ、死亡届と戸籍

制度についても深い関連性が見受けら

れたため、改めて両者の関わりについて、

市区町村における具体的な事務の流れ

をもとに整理を行った。 

戸籍法86条に死亡届の条文があり、死

亡の届出は届出義務者が死亡の事実を

知った日から７日以内、国外で死亡があ

ったときにはその事実を知った日から

３か月以内の期間内に届出ねばならな

いという規定がある。さらに86条第２項

では、届出書に記載する事項として、死

亡の年月日、時分、場所、その他戸籍法

施行規則という法務省令で定める事項

となっており、戸籍法施行規則に死亡届

の様式そのものがあることから、死亡届

の様式に書き込んで届出をすること、死

亡届の様式の事項を記載し、診断書また

は検案書を添付しなければならないこ

とが規定されている。 

第3項には、やむをえない事由によっ

て死亡診断書または死体検案書を得る

ことができないときには、死亡の事実を

証すべき書面をもってこれに代えるこ

とができると規定されている。この場合、

届出書に死亡診断書または死体検案書

を得ることがでない事由を記載しなけ

ればならない。 

死亡診断書（死体検案書）を得ること

ができないときというのは、一般的には

余り考えられないが、例えば、亡くなっ

てからかなり長期間に渡って届出がさ

れない場合等、死亡診断書（死体検案書）

を得ることができないまれなケースが

考えられ、このようなケースについては、

市町村は直ちに死亡届の受否の判断が

できない。このため、法務局に対して、

受理することができるかを照会し、照会

を受けた法務局が、届出をしようとした

人物に対し、死亡の事実を証すべき書面

として、例えば、葬儀の証明書や寺院の

過去帳等の写しなどの提出を求めると

ともに、届出人から死亡の事実に関する

聴き取りを行い、それらを踏まえ、法務

局が、死亡の事実を認定し、死亡診断書

（死体検案書）が得られずとも届出受理

可能であると市町村に回答することに

よって、市町村がその死亡届出を受理す

ることとなる。 

 このような現状を前提とする限り、死

亡診断書（死体検案書）を電子化したと

しても、紙の書面はある程度存続するこ

とになるのではないか、との議論があっ

た。すなわち、死亡診断書（死体検案書）

が電子化された際にも、医師はプリント

アウトした死亡診断書（死体検案書）を

遺族に渡し、その左半分の死亡届の部分

を遺族が書いて提出するという従来の

事務は変わりがない。平成16年にオンラ

インによる届出は可能となっていたが、

実際に、全国約1,900ある地方自治体で、

１例もオンラインの届出ができる状態

になっている箇所はないとのことであ

った。これは、出生証明書や死亡診断書

（死体検案書）の電子化が実現されてい

ないことから、その届出全体を電子化す

るということになると、電子証明書が必

要になってくるためである。逆に、今後
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その電子証明書が電子化されるとなれ

ば、オンラインによる届出に結びつくと

思われるが、現段階では紙の死亡届と死

亡診断書（死体検案書）を届出に使うこ

とには変わりない状況である。 

ここで、死亡届と死亡診断書（死体検

案書）の照合方法や、例えば死亡診断書

（死体検案書）が提出されているにもか

かわらず死亡届が提出されていないと

いった場合に、年金の不正受給や無戸籍

の問題等が疑われる事態についての取

り締まりや罰則規定について議論がな

された。 

照合方法として考えられ得る手段と

しては共通の番号による管理であり、例

えば本研究において開発している、死亡

診断書（死体検案書）作成支援ソフト「D

iedAi」のシステムの発展形であるクラ

ウド上に医師が死亡診断書（死体検案書）

を提出した際に付番がなされ、その番号

が明記された死亡診断書（死体検案書）

の写しを遺族に渡し、遺族はその番号を

クラウド上で入力して死亡届を提出す

るという手順が考えられる。 

また死亡届の不提出を取り締る方法

としては、例えば、医師から死亡診断書

（死体検案書）が提出されているにも関

わらず、その後一定期間の間に遺族から

死亡届が提出されないという事象につ

いては自動的に注意喚起がされ、クラウ

ド上で当局や市町村が確認可能となる

ようにすれば、当局から市町村に連絡が

いったり行政が警察と連携して総合的

に捜査したりすることも考えられる。 

現行における罰則規定としては、戸籍

法135条に、届出を怠ったものに対する

過料の規定があり、正当な理由なく期間

内にすべき届出または申請をしない者

は、50,000円以下の過料に処することと

されている。具体的な手続としては、戸

籍法施行規則65条に失期通知という規

定があり、市区町村長が届出、申請また

はその追完を怠った者があることを知

ったときは、遅滞なく届出事件を具して、

管轄簡易裁判所にその旨を通知しなけ

ればならず、通知を受けた簡易裁判所は、

これをもって過料についての裁判を行

い、簡易裁判所がその過料を実際にかけ

るかどうかを判断する。 

以上が現在の死亡届と戸籍制度にお

ける課題と改善策であるが、続けて、死

亡届と埋火葬許可証の発行と火葬場で

の受け取り等の現状について整理を行

った。 

わが国において、埋葬又は火葬を行お

うとする者は、市区町村長に「死亡届」

を提出しそれらの許可を得る必要があ

る（墓地埋葬法第5条）。この際、死亡

届に死亡診断書（死体検案書）を添付し

なければならず（戸籍法第86条2項）、

遺族が死体を埋火葬するためにも、死亡

診断書（死体検案書）は不可欠の書類で

ある。 

基本的な事務の流れは次の通りであ

る。埋葬・火葬の許可申請は、実際に埋

葬・火葬を行うときに申請することが一

般的であるが、死亡届を提出した自治体

に対して許可の申請をすることとなっ

ている。埋葬・火葬許可申請書を、死亡

届を提出した自治体に申請し、自治体で

把握している死亡届の情報に基づき埋

葬・火葬許可の判断をし、埋葬許可証・
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火葬許可証を発行する。申請者は、その

許可証を持参し、火葬であれば火葬

場に行き、そこで火葬許可証を提示

して、その火葬場で火葬してもらい、

埋葬であれば墓地に許可証を持参す

ることによって墓地で埋葬してもら

うこととなる。また、火葬後のお骨

については、火葬許可証に火葬をし

た火葬場の人が証明を付して、その

証明を付した火葬許可書を墓地等に

持参し、埋蔵等が可能となる手続と

なっている。 

このように死亡届とその添付書類

である死亡診断書（死体検案書）に

は、行政上の手続と非常に密接な関

係性があることは明らかであるため、

死亡届や死亡診断書（死体検案書）

の電子化を検討するうえでは市区町

村においての事務手続の現状を深く

理解する必要がある。 

 

(6) 死亡診断書（死体検案書）作成

支援ソフトの開発 

26年度研究では現行の死亡診断

書（死体検案書）を電子的に作成で

きるソフトウェアの開発に着手す

ることとし、現行の書式にもとづい

た死亡診断書（死体検案書）の作成

には実用上ほぼ問題のないレベル

での試作版を完成することができ

た。このソフトウェアは、「DiedAi」

と命名され、日医標準レセプトソフ

ト（ORCA）と連携する、紹介状作成

支援ソフト「みかん」などと連動さ

せることにより、さらに拡張性に優

れた運用が可能となるよう設計さ

れている。 
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 このような試作版をもとに、27年度の

研究では、文書作成の人為的ミスや統計

処理上の誤差をなくすことを目的に、入

力データを対話形式でチェックする死

因入力ガイダンス機能を追加実装する

こととした。これにより、文書作成時の

人為的ミスの回避とともに、作成する医

師の負担軽減も図られる効果が期待さ

れた。また、死亡診断書（死体検案書）

における情報の活用の側面からも、死因

に関する統計の作成を支援する機能を

新たに追加した。 

28年度の研究では主に、運用面で問題

となっていた一般のコンピュータで扱

えない戸籍統一文字への対応を主眼に

置き、書類が行政に速やかに受理され、

書類作成時の医師の負担を軽減するこ

とを可能とした。 

29年度は、30年度からの介護医療院の

創設に伴って改訂された死亡診断書（死

体検案書）の様式に対応し、様式テンプ

レートや入力画面における注意喚起の

機能を追加した。 

今年度は、主に、研究班会議で問題提

起された、妊婦の死亡原因について正し

い統計収集を行うための妊娠

に関するチェック項目機能を

実装した。まず、チェック項目

のための入力フォームを作成

し、画面遷移に使用するメニュ

ーに「産科的原因」を追加した。

入力画面上の「入力内容を『そ

の他特に付言すべきことがら』

に転記する」にチェックを入れ

ると、死亡診断書（死体検案書）

の「その他特に付言すべきこと

がら」へ自動転記され印字が可

能となる。 

また、HELP機能には平成31年度版死亡

診断書（死体検案書）記入マニュアルを

連動させた。 

さらに、5月からの新元号に対応して

プログラムを改修し、「Windows Update」

で提供されるモジュールに対応するよ

うにしたため、5月1日以降は、例えば、

「Ｒ010501」「r010501」「5010501」と

入力したものについては「令和1年5月1

日」と表示される。 

「DiedAi」では死亡診断書（死体検案

書）とともに、死亡届も出力が可能であ

るが、改元対応に関連し、死亡届の元号

記載箇所についても新元号の記載とな

るよう改修を行っている。 

以上が今年度研究における死亡診断

書（死体検案書）作成支援ソフトの主な

追加機能である。プログラムや詳細なマ

ニュアルについては、日本医師会ORCA管

理機構のWebサイトhttps://www.orca.m

ed.or.jp/diedai/にて、公開されている。 

 なお、現在「DiedAi」の無料版ダウン

ロード数は累計で1,400件を超えている。
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有料版については現時点では約60件で

あるものの、利用者の提出先である市区

町村毎の様式（欄外記載等）に合わせて

プログラムの設計を行ったり、機能追

加・様式変更・戸籍文字フォント・病名

マスタ更新等がオンライン上でアップ

デート可能になったりするなど、利用者

の使い易さを優先させた仕様となって

いる。 

 

 

 

２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

  

 26～28年度研究に引き続き、検案にお

ける死亡時画像診断の活用を進めるた

め、医師が自らパソコンを利用してAi画

像に特有の所見を学習することができ

るよう、e-learning教材の開発を進めた。 

 まず、26年度に20症例をe-learningシ

ステムに掲載し、27・28・29年度には、

それぞれ、６症例、５症例、５症例を追

加している。30年度は効果的な学習が期

待できる教育的症例を念頭に、新たに小

児死亡事例に対する死亡時画像診断の

モデル事業で得られた５症例を加え、計

41症例の学習を可能とした。 

 これら41症例の概要は次のとおりで

ある。 

1.大動脈解離 

2.腹部大動脈瘤破裂 

3.心筋梗塞による心破裂 

4.上行大動脈解離、心タンポナーデ 

5.腹部大動脈瘤破裂 

6.くも膜下出血 

7.転落による多発外傷 

8.交通事故による多発外傷 

9.外傷性大動脈損傷 

10.頸椎脱臼骨折 

11.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

12.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

13.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

14.自宅での突然死症例(くも膜下出血) 

15.大動脈解離 

16.腹部大動脈・腸骨動脈瘤破裂 

17.腹部大動脈瘤破裂 

18.慢性心不全患者の突然死 

19.交通事故による外傷死 

20.心タンポナーデによる死亡 

21.先天性間質性肺疾患、Leigh脳症をき

たす一群のミトコンドリア病、うつ

伏せによる病態悪化・突然死 

の可能性 
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22.ウイルス性感染疑い 他 

23.頭頚部の異常、両側肺の低形成、染

色体異常の可能性 他 

24.先天性心疾患（ASD）に起因する心不

全 

25.急性膵炎の疑い、生前の誤嚥性肺

炎・肺感染症などの存在、うつ 

伏せによる低換気の可能性、呼吸・

嚥下調節の異常の存在の懸念 他 

26.胎児母体間輸血症候群による浮腫の

可能性 

27.ミトコンドリア異常症、死戦期の急

性左心不全の変化の疑い 

28.出血性膀胱炎による急性尿毒症かシ

ョックによる死亡の疑い 

29.ロタウイルス感染性胃腸炎から高度

の脱水、循環不全から心停止、高度

の低酸素虚血性脳損傷を来し、生命

維持が困難となった可能性 

30.縊頚による自殺 

31.間質性肺水腫相当の状態、肺血管の

異常（疑い）、貧血（疑い）などが

同時に作用し生命維持が困難となっ

た可能性 

32.難治性てんかん 

33.肺胞の拡張ができなかったことによ

る呼吸不全、ホルモンの異常による

代謝異常、副腎酵素欠損症などの可

能性 

34.肺低形成による呼吸不全 

35.風呂溺水、てんかん 

36.肺出血、肺高血圧症、心不全など 

37.心不全・心原性の肺水腫の可能性、 

   18トリノミ―に整合する形態的特徴

あり 

38.外傷性変化なし、出血性疾患なし、

e-learning 掲載画面（30年度追加した 5症例） 
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生命維持を困難とするような脳、気

管・気管支、腹部臓器の異常なし 

39.外傷性変化、頭蓋内出血、骨折等の

所見なし。窒息や先行感染の可能性、

殺鼠剤誤嚥による肝障害等の可能性 

40.腸炎に関連した脳炎、脳症発症の可 

能性 

41.脳ヘルニア、脳幹圧迫から呼吸等に

重篤な障害を与え、生命維持が困難

となった可能性。終末期の多臓器不

全（心不全、腎不全、肝不全等）の

状態 

 

なお、これらの症例については、場所

を問わず学習しやすいよう、日本医師会

のホームページ上の「医療安全・死因究

明」のコーナーhttp://www.med.or.jp/d

octor/anzen_siin/siin/003770.htmlか

らリンクを通じて、閲覧可能な仕組みと

している。 

 

 

 

３. 検案に際して行われる検査の費用

や検案書発行料の費用負担の在り方の

検討  

 

検案行為に対する費用は、平成26・28

年度研究における調査においても明ら

かになったとおり、全国の基準にバラつ

きがある。独禁法の観点から、例えば医

師会等で基準を設けることが困難な状

況ではあるが、死因究明推進法が議員立

法で成立すれば議論の場ができ、例えば

公的な基準にもとづいた料金統一も可

能と思われる。 

今年度の研究班会議においては、検案

の料金基準の策定についても議題とし

て扱い、主に検案に携わっている警察の

協力医や警察医である参加者から意見

を聞いたところ、具体的な料金提示につ

いて、地域によって次のような現状が明

らかとなった。 

ある地域で検案医にアンケート調査

を行ったところ、時間外であれば保険点

数の10倍を都道府県として示し、心臓血

の採取の場合は心臓穿刺・髄液穿刺等の

点数を加算し、さらに往診料の点数を60

0数十点とすると、夜間であれば50,000

円くらい、昼間20,000円となっていた。

昼、夜、休日、夜間で検案料が異なるこ

とを防ぐため、アンケート結果の平均値

である25,000～35,000円ほどが大半で

あるものの、バラつきも多くみられ、約

10,000円というところもあれば、40,000

～50,000円を徴収するところもあり、両

極端となっている。 

他の地域でも、統一基準は存在せず、

病院で検案することがほとんどのケー

スであるため往診料等はなく、検案料が、

20,000円か30,000円ほど、死体検案書料

を10,000円ほど徴収しているようであ

る（高い価格で50,000円以内）。CT撮影

費用に関しては、公的病院以外は検案料

に含めており、公的病院は検案料金とは

別に徴収をしているようである。 

ここで、研究班会議では図Ａをもとに

検案料における具体的な料金設定につ

いて検討することとなった。検案場所ま

での距離、時間帯、年末年始の時期や休

暇中で、状況が全く異なるため、内訳を

積算するイメージで、妥当な金額を個別
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事案に応じて一定程度算出できるよう

な計算式のようなものを設けることを

目標としている。  

検案料を計算するうえでは大きくと

らえると人件費、旅費（往診料）という

概念があり、人件費であればそれぞれの

単価、加算項目、診療時間内、時間外、

深夜での加算、旅費であれば10kmを越え

るかどうかを１つの指標に置くといっ

た考え方が可能である。さらに検案する

際に使用する器具、書類作成といった項

目を積算できる形を想定している。最終

的には本研究で具体的な算定根拠を検

討し提案することによって、国から料金

基準が示されることを目指してはどう

かという結論に至った。 

 
 
 
Ｄ.考察 

 

１．様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討 

および死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトの開発 

 

(1) 死亡診断書（死体検案書）の電子的

提出の制度化を推進することの意義 

死亡診断書（死体検案書）の電子的な

提出については、すでに26年度の研究段

階より「DiedAi」の開発と併せて、社会

のIT化に柔軟に対応可能することを目

標として、死亡診断書（死体検案書）の

図Ａ 検案料支払い基準の検討 
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様式の提案と併せて検討を重ねてきた。 

 30年度の研究では、政府によって進め

られているデジタル化の全容、また、人

口動態調査、戸籍等死後の手続の流れを

体系的に把握し整理する作業を通じて、

死亡診断書（死体検案書）を電子化する

ことの意義は、医師・医療機関の業務負

担の軽減、行政事務の簡素化等の観点か

ら、極めて高いことが改めて確認された。

また、死亡診断書（死体検案書）が電子

提出されることによって、万が一遺族か

ら死亡届が提出されていない場合に行

政側がいち早くそれに気付いて対処す

ることにより、年金の不正受給や児童の

無戸籍の問題等も派生的に解決に結び

付くことも期待される。今後、法改正も

含めた法制上の問題を整理することが

必要と考えられる。 

また、研究班会議において提案された

妊娠産婦死亡統計の問題点を反映して、

妊娠に関するチェックボックスを新設

した死亡診断書（死体検案書）の様式を

提案した（（巻末資料）参照）。なお、

昨年度の議論において、チャイルド・デ

ス・レビュー(CDR)に関連して、小児と

成人では死亡に係る重要な情報が異な

ること等を踏まえ、小児用の死亡診断書

（死体検案書）の様式を策定すれば良い

のではないかという意見があったこと

から、小児の死亡診断書（死体検案書）

の詳細についてもさらなる検討が必要

である。 

いずれにせよ、今後も死因究明上の根

拠となる医学的所見を明らかにするた

めの死亡診断書（死体検案書）のあるべ

き様式を提案し、これを電子的な提出方

法の推進と結びつけることによって死

因究明施策の推進に資するものと考え

られる。 

  

(2)死亡診断書（死体検案書）作成支援

ソフトの今後に向けた展望 

 26年度より開発を着手した「DiedAi」

は、機能追加を重ね、最終的には「Died

Ai」を利用することにより、死亡診断書

(死体検案書)の作成における作業の省

力化が図られ、結果として不正確な診断

書の発行を回避することが可能になっ

たと考えられる。 

 今年度は、改元への対応に加えて、妊

婦の死亡原因について正確な統計収集

を行うための妊娠に関するチェック項

目機能を実装した。このチェック項目機

能によって国の真の妊産婦死亡数が正

しくカウントされ統計情報に反映され

ることが可能となると考えられる。 

また、「DiedAi」では日本医師会電子

認証センターにて発行している医師資

格証（ICカード）を使ったHPKIの電子署

名をPDFファイルに署名し、死亡診断書

（死体検案書）をPDFで出力して、それ

に電子署名を行うという機能をすでに

持っており、それらのデータのアップロ

ードについても対応は可能である。後述

の死亡診断書（死体検案書）の電子化が

進めば、様々な角度からの死亡統計が可

能になり、市区町村での人口動態調査に

おいての手入力といった作業の軽減化

にもつながる。 

今年度の研究班会議において説明を

受けた、政府による「デジタル・ガバメ

ント実行計画」の主要施策の一つとして
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検討されている「複数手続のワンストッ

プでの処理」では、引っ越し、介護に加

え「死亡・相続」のワンストップサービ

スがあり、自治体が構築するワンストッ

プサービスは、国民（住民）の利便性を

高めるもので、死亡者の遺族に医師が発

行する死亡診断書（死体検案書）は、直

接的な関連性が見られないように思わ

れるが、実際に医師が作成する文書で自

治体に関わる書類は数多くあり、介護に

関する主治医意見書をはじめとして、

「障害者自立支援法に関する医師意見

書」「生活保護の医療要否意見書」「予防

接種法における受診票・予診票」「感染

症法による届出」等があげられる。 

なかでも、「死亡・相続」のワンストッ

プサービスの一環として、死亡診断書（死

体検案書）の電子化と自治体への電子提

出が検討されている。医師から電子的に

作成した死亡診断書（死体検案書）を自

治体へ ICT を使用して提出することで、

死亡届の未提出による年金の不正受給等

の抑止になるだけではなく、死亡情報の

データ化により死因統計等も作成しやす

くなる。 

 政府情報システムにおいては「クラウ

ド・バイ・デフォルト原則」のもとにク

ラウドサービスの利用を第一候補として

検討が行われていることを踏まえ、死亡

診断書（死体検案書）の電子化は、クラ

ウドシステムの利用を前提とすることが

現実的と考えられる。 

死亡・相続における死亡診断書（死体

検案書）の流れから見ると、電子診断書

の提出先は以下のように考えられる。 

まず、医療機関から発行された死亡診

断書（死体検案書）は遺族に交付される。

交付された診断書は諸手続のためコピー

され、原本は死亡者遺族が記載した死亡

届けと共に、直接または代理機関（葬儀

社等）へ委託され、「死亡届」「埋火葬許

可申請書」と共に死亡地または住民票の

所在地の自治体に提出される。届けを受

理した自治体は火葬許可申請書に基づき

火葬の許可をする場合、「火葬許可証」を

発行する。「火葬許可証」は火葬後に火葬

場の管理者が所定の事項を記載、押印す

ることにより、墓地への埋蔵等が可能に

なる。また、相続においては過去に遡っ

て本籍地毎に除票または除籍抄本を取り

寄せる必要がある。 

死亡診断書（死体検案書）の電子提出

が制度化された場合の、電子化された死

亡診断書（死体検案書）の提出先は、死

亡地または住民票の所在地の自治体と厚

生労働省となることが考えられるため、

死亡診断書（死体検案書）のデータ化に

ついては、文書ファイルとしての死亡診

断書（死体検案書）、データとしての死亡

診断書（死体検案書）情報に分けて考え

る必要がある。前者は法務局での原則２

７年間の保管と、死亡診断書（死体検案

書）の写しの発行サービスが、後者は統

計処理や、人口動態調査等のデータ化の

補助等が考えられる。 

 

(3)死亡診断書（死体検案書）の電子

提出を実現するための技術的要件 

クラウドサービスを用いて死亡診断書

（死体検案書）を作成する場合、重要な

ポイントは、サービス利用者が実際に死
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亡診断を行った医師本人であることが担

保されていることであり、これは、クラ

ウドサービスへのログインに HPKI 認証

を行うことで解決可能である。HPKI ロ

グイン認証は日本医師会が発行する医師

資格証によるログイン認証が望ましいが、

死亡診断書（死体検案書）自体は医療事

務補助者が医師の指示のもとに代行入力

し、医師が署名する場合があるため、他

の方法（PKI 等）によりログインする仕

組みも必要となる。 

 また、死亡診断書（死体検案書）は医

師の署名が必要な文書なので文書ファイ

ルにせよ、データにせよ HPKI 電子署名

が必要となる。病院等は入院患者の特質

上、提出先が広域に渡るためすべての自

治体が参加する必要がある。 

 さらに、医師が交付した死亡診断書（死

体検案書）を受け取り、死亡届を市町村

役場に提出する遺族についても、本人性

の確認手段を検討する必要があるが、た

とえば、マイナンバーなどの仕組みと組

み合わせることによって、実現できるも

のと思われる。 

以上の諸要素を考慮すると、クラウド

システムに必要な機能としては、電子提

出先の自治体への送付通知を送信する仕

組みも含め、過渡期の対応を考慮し次の

４つの機能が必要となる。 

 ①クラウドシステムを利用して、診断

書情報をWebフォームに直接入力す

る。病院等外部ネットワークとの接

続に制限のある医療機関も数多くあ

り、参加できない医療機関も発生す

る。Web フォームに直接入力する場

合は、入力されたデータに HPKI 電
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子署名が必要となる。 

 ②標準的データ形式を定め、データを

作成しクラウドシステムにアップ

ロードし、標準的データ形式を策

定し、ローカル PC でデータを作成

し、クラウドにアップロードする。

標準的データ形式は「2006 年に厚

生科研で策定されたＣＤＡデータ

形式」（厚生労働科学研究補助金特

別研究事業（2006 年度）「医療機

関等が主に対外的に交付するため

に作成する書類の電子化の様式に

関する包括的調査研究」）をメンテ

ナンスして標準データフォーマッ

トとして利用することが可能であ

る。 

 ③電子カルテ等から診断書を PDF 等

で出力し、クラウドシステムにア

ップロードする。電子カルテやそ

の他のソフトウェアで死亡診断書

（死体検案書）を作成している病

院等を考えると必須要件と考える。

病院等で外部ネットワークに接続

できる端末は限られており、外部

ネットワークに接続されている端

末からの電子署名された電子診断

書ファイルやデータアップロード

の仕組みも必要となる。死亡診断

書（死体検案書）のデータ化は、

サーバー側での OCR 処理でテキ

スト抽出等を行う。 

④手書き・印刷された死亡診断書（死

体検案書）をスキャナ等で電子化し

クラウドにアップロードする。手書

きまたは紙に印刷された死亡診断

書（死体検案書）をスキャナ等で電

子化し、クラウドにアップロードす

る場合、死亡診断書（死体検案書）

のデータ化は、アップロードされた

ファイルを参照し、手入力でデータ

化を行う。 

 

(4)今後の課題 

 死亡診断書（死体検案書）の電子提出

を制度化する場合、医師は死亡者遺族に

死亡診断書（死体検案書）の代わりに死

亡届に添付する発行済み証を発行するこ

とになる。その場合、死亡診断書（死体

検案書）の写しは、遺族が死亡届の提出

時に死亡診断書（死体検案書）の写しを

窓口に請求する制度を構築する必要があ

る。 

 なお、日本医師会 ORCA 管理機構が

提供している「DiedAi」と「電子署名ソ

フト（SignedPDF Client ORCA）」「文書

交換サービス（MEDPost）」を利用すれ

ば、「医師資格証」を用いて電子署名した

死亡診断書（死体検案書）ファイルを、

電子的に直接自治体窓口に送付する仕組

みを構築することが可能であり、これで

標準データ化を除く②③④の要件を満た

すことが出来る。なお、死亡診断書（死

体検案書）データを、行政が作成するワ

ンストップサービスへ、直接転送するた

めには MEDPost・DiedAi の改修が必要

になる。 

 

 

２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 
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  平成26年度からe-learningシステム

を逐次充実整備させてきたが、症例数を、

次年度以降も順次増やしていくととも

に、引き続き小児の事例については、当

初の計画に従って、優先的に教材化を進

めていきたいと考えている。 

 Child Death Review（CDR）は、成育

基本法の成立により、わが国での推進に

期待が寄せられている。小児のAiについ

てはあまり活用状況がない地域もあり、

特に病院側がデータ提供に対して消極

的な面があり、院内の承認、家族の了承

を取る必要性等、病院として参加しにく

いという点がある。 

現在、日本医師会が厚生労働省の委託

事業として実施中の小児Aiモデル事業

は現時点で70～80例ほど集積されてい

る状況であり、小児であることからCTの

撮像の条件においてもまだ改善の余地

がある事例が多くある。もっとも重要な

ポイントとしては、頭の上から足の下ま

で全身を撮影すること、また照射の放射

線の量などが生きている方とは全く条

件が異なるため、特に撮影においては、

わかりやすい撮像のマニュアルを作成

し、それを足がかりに、さらに詳細なマ

ニュアルの作成に結び付けてはどうか

という試みも進められており、本研究班

の活動との連携によりさらなる効果が

期待されている。 

 

  

３. 検案に際して行われる検査の費用

や検案書発行料の費用負担の在り方の

検討 

 

今年度は、具体的な料金を提示するま

でには至らなかったものの、検案書発行

料について一定の基準のたたき台を策

定することを目標とし、検案料を策定す

るうえでの基本的な考え方の整理、認識

の共有を行った。今後は、検案料の基準

項目から、地域の物価水準等を考慮しな

がらある一定の幅を持たせた具体的な

算定根拠と料金を検討し、提言すること

を目標としたい。 

また、検案料金が定まっていないとい

う問題に関連して、大規模災害時におけ

る検案業務における料金についても、今

後の検討が必要であることがわかった。

これまで大規模な災害においては、身元

が不明である遺体も数多くあること、災

害によって家族を亡くした遺族に対し

て検案料を請求することに心理的に抵

抗があるなどの理由から、検案料金の請

求が困難であるという状況があった。こ

うした状況を踏まえて、今後、災害時に

おける検案料金については国が費用補

填をする仕組みがあっても良いのでは

ないかとも考えられ、今後の検討課題と

したい。 

 

（謝辞） 
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ついては厚生労働省政策統括官付参事

官付人口動態・保健社会統計室企画指導

係長・小野雅治氏から、今後の方向性や

実務運用について詳細な説明をいただ

いた。また、シロタクリニック代田産婦
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人科・久保隆彦名誉院長（日本産科婦人

科学会周産期委員会）からは死亡診断書

（死体検案書）の具体的な様式を含めた

提言をいただいた。 

 各氏のご教示のおかげにより研究班

の議論を深みのあるものとすることが

できた。ここに深甚なる謝意を申し上げ

る。 

 

 

Ｅ.結論  

30年度の本研究では、様式を含めた死

亡診断書（死体検案書）の制度の在り方

について、死亡診断書（死体検案書）の

電子化したうえでの書類提出に伴い、関

係すると思われる省庁からヒヤリング

を行なったことにより、行政手続におけ

るIT化に伴い、死亡診断書（死体検案書）

の電子化の検討は急務であり、死因究明

の精度向上に結びつくものであること

がわかった。今後、省庁横断的な国によ

る検討が開始されるべく、本研究におい

ても、これまでの研究成果を踏まえ、政

策の提言を試みたい。 

 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

 

Ｇ. 研究発表 

1. 論文発表 

とくになし 

 

2. 学会発表 

  とくになし 

 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。） 

なし 



明治　昭和

大正　平成　令和

　

令和

平成

昭和

1 病死及び自然死

12 不詳の死

母の生年月日 前回までの妊娠の結果

令和

 上記のとおり診断（検案）する

番地

番　　　　　　　号

印

死亡したところ

及 び そ の 種 別

傷害が
発生し
たとこ
ろ

(死亡したところの種別1～5)

「2交通事故」は、事故発生か
らの期間にかかわらず、その
事故による死亡が該当しま
す。
「5煙、火災及び火焰による傷
害」は、火災による一酸化炭
素中毒、窒息等も含まれま
す。

都道

施 設 の 名 称

傷病名等は、日本語で書いて
ください。

( イ )( ア ) の 原 因

「1住居」とは、住宅、庭等を
いい、老人ホーム等の居住施
設は含まれません。

傷害がどういう状況で起こっ
たかを具体的に書いてくださ
い。

郡　　町村

妊娠中の死亡の場合は「妊娠
満何週」、また、分娩中の死
亡の場合は「妊娠満何週の分
娩中」と書いてください。
産後42日未満の死亡の場合は
「妊娠満何週産後満何日」と
書いてください。

Ⅰ欄及びⅡ欄に関係した手術
について、術式又はその診断
名と関連のある所見等を書い
てください。紹介状や伝聞等
による情報についてもカッコ
を付して書いてください。

　外因死

1住居　2工場及び建築現場　3道路　4その他（　　　　　）

手
術

主要所見

( ア ) 直 接 死 因

手術年月日 年　月　日

部位及び主要所見

死亡診断書（死体検案書）

　この死亡診断書（死体検案書）は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。楷書で、できるだけ詳しく書いてください。

死亡したところの種別 1病院　2診療所　3介護医療院・介護老人保健施設　4助産所　5老人ホーム　6自宅　7その他

番　　　　号

◆Ⅰ欄、Ⅱ欄ともに疾患
の終末期の状態としての
心不全、呼吸不全等は書
かないでください

◆Ⅰ欄では、最も死亡に
影響を与えた傷病名を医
学的因果関係の順番で書
いてください

◆Ⅰ欄の傷病名の記載は
各欄一つにしてください

　ただし、欄が不足する
場合は（エ）欄に残りを
医学的因果関係の順番で
書いてください

Ⅰ

Ⅱ

1無　2有

生年月日が不詳の場合は、推
定年齢をカッコを付して書い
てください。

午前・午後　時　分

　年　　　月　　　日

死 亡 し た と こ ろ
番　地

1男
2女

夜の12時は「午前０時」、昼
の12時は「午後０時」と書い
てください。

本診断書(検案書)発行年月日　令和　　年　　月　　日

（氏名）　　　　医師

解
剖

1無　2有

◆伝聞又は推定
情報の場合でも
書いてください

傷害が発生した
とき

手段及び状況

府県

市　　区　

死 因 の 種 類

外 因 死 の
追 加 事 項

診断（検案）年月日　令和　　年　　月　　日

その他特に付言すべきことがら

生 後 １ 年 未 満 で

病 死 し た 場 合 の

追 加 事 項

出生時体重 単胎・多胎の別 妊娠週数

1単胎　　2多胎（ 　子中第　　子） 満　　　週　

（妊娠満22週以後に限る）

年　　月　　日

グラム

妊娠・分娩時における母体の病態又は異状

死産児　　　　　胎　
昭和

1無　2有 3不詳 平成

氏　　　　名

死 亡 の 原 因

( エ )( ウ ) の 原 因

直接には死因に関係
しないがⅠ欄の傷病
経過に影響を及ぼし
た傷病名等

死 亡 し た と き 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　午前・午後　　　　時　　　　分

生年月日

母子健康手帳等を参考に書い
てください。

「5老人ホーム」は、養護老人
ホーム、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム及び有料
老人ホームをいいます。

死亡したところの種別で「3介
護医療院・介護老人保健施
設」を選択した場合は、施設
の名称に続けて、介護医療
院、介護老人保健施設の別を
カッコ内に書いてください。

( ウ )( イ ) の 原 因

傷害が発生した
ところの種別

令和・平成・昭和　　年　　月　　日　午前・午後　　時　　分

Ⅰ欄では、各傷病について発
病の型（例：急性）、病因
（例：病原体名）、部位
（例：胃噴門部がん）、性状
（例：病理組織型）等もでき
るだけ書いてください。

発病（発症）
又は受傷から
死亡までの期
間
◆年、月、日
等の単位で書
いてください
　ただし、１
日未満の場合
は、時、分等
の単位で書い
てください
（例：１年
３ヵ月、５時
間20分）

妊娠週数は、最終月経、基礎
体温、超音波計測等により推
定し、できるだけ正確に書い
てください。

出生児　　　　　人　

2 交通事故 3 転倒・転落 4 溺水 5 煙、火災及び火焰による傷害

6 窒息 7 中毒 8 その他

病院、診療所、介護医療院若しくは

介護老人保健施設等の名称及び所在

地又は医師の住所

生まれてから30日以内に死亡したと

きは生まれた時刻も書いてください

記入の注意

不慮の外因死

その他及び不詳の外因死 9 自殺 10 他殺 11 その他及び不詳の外因

第
四
号
書
式
（
第
十
九
条
の
四
関
係
）

mnumata
テキストボックス
（巻末資料　参考）



　　　　　診断 （ 検案 ） 年月日
本診断書 （ 検案書 ） 発行年月日

令和　 　年　 　月　　 日

病院、診療所、介護医療院若しくは
介護老人保健施設等の名称及び
所在地又は医師の住所

令和　 　年　 　月　　 日

生後１年未満
で病死した場
合の追加事項

出生時
体重

単胎・多胎の別
　１ 単胎　２ 多胎(　　　子中第　　　子)

妊娠週数
← 妊娠週数は、最終月経、基礎体温、

超音波計測等により確定し、できるだ
け正確に書いてください。
母子健康手帳等を参考に書いてくだ
さい。

(19)

上記のとおり 診断 （ 検案 ） する

満　　　週
妊娠・分娩時における母体の病態または異常 母の生年月日

昭和
平成　　年　　月　　日
令和

前回までの妊娠の結果

　　出生児　　　人

　　死産児　　　胎

(妊娠満22週以後に限る)
１ 無　２ 有  　　　　　　　　　 ３ 不詳

(18)
その他特に付言
すべきことがら

㊞(氏名)　　　　　　　医師

区
町村 ←

「１住居」とは、住宅、庭等をいい、老
人ホーム等の居住施設は含まれませ
ん。◆伝聞又は推定

情報の場合でも
書いてください

捜査機関による検視等 　　　１ 無　　　２ 有

←

傷害が
発生し
たところ

都道
府県時 　　分

傷害が発生した
ところの種別

 １．住居  ２．工場及び建築現場   ３．道路
 ４．その他(                              )

市
郡

傷害がどういう状況で起こったかを具
体的に書いてください。

(17)

(16)

外因死の
追加事項

傷害が発生
した時

令和　　年　　月　　日　午前・午後

手段及
び状況

(15) 死因の種類

　１．病死及び自然死

←

「２交通事故」は、事故発生からの期間
にかかわらず、その事故による死亡が
該当します。
「５煙、火災及び火焔による傷害」は、
火災による一酸化炭素中毒、窒息等
も含まれます。

不慮の外因死  ２．交通事故　３．転倒・転落　４．溺水　５．煙、火災及び火焔による傷害

外因死  ６．窒息　　　７．中毒　　８．その他

その他及び不詳の外因死 　 　９．自殺　１０．他殺　１１．その他及び不詳の外因

産科的原因とは、妊娠・分娩・産後の
産科合併症の関与、義務の怠慢また
は不適切な処置から生じた場合、ある
いは妊娠前から存在した疾患または
妊娠中に発症した疾患が妊婦の生理
作用によって悪化した場合を言いま
す。

産
科
的
原
因

 ア．妊娠中あるいは、過去一年以内の妊娠　　          （　　１．  無　   ２． 有　） 　または （　　１．  無　   ２． 有　　３． 不詳　）
 イ．（ア）で有を選択した場合、産科的原因があった　　（　　１．  無  　 ２． 有　）

← ウ．（ア）で有を選択した場合における妊娠の転帰
 　　（　１． 生産　　２． 流死産　　３． 異所性妊娠　　４． 人工妊娠中絶　　５． 妊娠・分娩中死亡　　６． その他　）
 エ．（ウ）で「1、2、3、4、5」を選択した場合の転帰日 （ 平成  ・  令和 　　   年   　月  　 日 ） と、死亡時妊娠週数 （ 妊娠　　　　週 ）

１２．不詳の死

部位及
び主要
所見

解
剖

←
部位及
び主要
所見

Ⅰ欄及びⅡ欄に関係した手術につい
て、術式又はその診断名と関連のある
所見等を書いてください。紹介状や伝
聞等による情報についてもカッコを付
して書いてください。
Ａｉ、解剖についても同様に記入願い
ます。

Ａ
ｉ

１．無  ２．有 実施年月日 平成 ・ 令和   　 年 　月　 日

傷病名等は、日本語で書いてくださ
い。
Ⅰ欄では、各傷病について
発病の型(例：急性)、
原因(例：病原体名)、
部位(例：胃噴門部がん)、
性状(病理組織型)等もできるだけ書い
てください。
妊娠中の死亡の場合は「妊娠満何
週」、また、分娩中の死亡の場合は
「妊娠満何週の分娩中」と書いてくださ
い。
産後４２日未満の死亡の場合は「妊娠
満何週産後満何日目」と書いてくださ
い。

１．無  ２．有 実施年月日 平成 ・ 令和   　 年 　月　 日

手
術

１．無  ２．有 手術年月日 平成 ・ 令和  　 年  　月　  日

発病(発症)又は
受傷から死亡まで

の期間

◆年、月、日等の
単位で書いてくだ

さい。
　ただし、１日未

満の場合は、時、
分等の単位で書
いてください。

(例：1年3ヶ月、5
時間20分）

Ⅱ
直接には死因に関係しな
いがⅠ欄の傷病経過に影
響を及ぼした傷病名等

◆Ⅰ欄、Ⅱ欄ともに疾患
の終末期の状態としての
心不全、呼吸不全等は書
かないでください

◆Ⅰ欄では、最も死亡に
影響を与えた傷病名を医
学的因果関係の順番で
書いてください

◆Ⅰ欄の傷病名の記載
は各欄一つにしてくださ
い

　ただし、欄が不足する場
合は（エ）欄に残りを医学
的因果関係の順番で書
いてください

◆死亡者が女性の場合、
右の「産科的原因」を必
ず記載してください
自殺の場合にも必ず記載
してください

（イ）
（ア）の原因

部位及
び主要
所見

（エ）
（ウ）の原因

（ウ）
（イ）の原因

(14)

死亡の原因

Ⅰ

（ア）
直接の死因

死亡したところ

(死亡したところの種別1～5)

施設の名称 （　　　　　　　　）

「５老人ホーム」は、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム及び有料老人ホームをいいます。
「６自宅」はサービス付き高齢者住宅を
含みます。

死亡したとき 平成　・　令和　　　年　　　月　　　日　　　　午前　・　午後　　　時　　　分

(12)
(13)

死亡したところ
及びその種別

死亡したところの
種別

１ 病院　２ 診療所　３ 介護医療院・介護老人保健施設
４ 助産所　５ 老人ホーム　６ 自宅　７ その他

←

死亡したところの種別で「３」を選択し
た場合は、施設の名称に続けて、介護
医療院、介護老人保健施設の別を
カッコ内に書いてください。

←

◎ こ ち ら 側 は 医 師 が 記 入 す る 欄 で す 。

死亡診断書（ 死体検案書 ） 記入の注意

この死亡診断書(死体検案書)は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。かい書で、できるだけ詳しく書いてください。

氏　名
１ 男
２ 女

生年月日

 明治  昭和
 大正  平成　令和

年　　月　　日
生年月日が不詳の場合は、推定年齢
をカッコを付して書いてください。←

生まれてから３０日以内に
死亡したときは生まれた
時刻も書いてください。

午前・午後　 時　 分
夜の12時は「午前0時」、昼の12時は
「午後0時」と書いてください。

mnumata
テキストボックス
（巻末資料　その1）

mnumata
テキストボックス
検討様式その１



その他特に付言
すべきことがら

外因死の
追加事項

傷害が発生
した時

令和　　年　　月　　日　午前・午後

産
科
的
原
因

 ア．妊娠中あるいは、過去一年以内の妊娠　　          （　　１．  無　   ２． 有　） 　または （　　１．  無　   ２． 有　　３． 不詳　）
 イ．（ア）で有を選択した場合、産科的原因があった　　（　　１．  無  　 ２． 有　）

平成 ・ 令和   　 年 　月　 日
所見

1.無

3.有

　　　　　診断 （ 検案 ） 年月日
本診断書 （ 検案書 ） 発行年月日

令和　 　年　 　月　　 日

満　　　週
妊娠・分娩時における母体の病態または異常 母の生年月日

昭和
平成　　年　　月　　日
令和

前回までの妊娠の結果

　　出生児　　　人

　　死産児　　　胎

(妊娠満22週以後に限る)
１ 無　２ 有  　　　　　　　　　 ３ 不詳

区
町村

１２．不詳の死

(17)

生後１年未満
で病死した場
合の追加事項

出生時
体重

単胎・多胎の別
　１ 単胎　２ 多胎(　　　子中第　　　子)

妊娠週数
← 妊娠週数は、最終月経、基礎体温、

超音波計測等により確定し、できるだ
け正確に書いてください。
母子健康手帳等を参考に書いてくだ
さい。

病院、診療所、介護医療院若しくは
介護老人保健施設等の名称及び
所在地又は医師の住所

令和　 　年　 　月　　 日

(19)

上記のとおり 診断 （ 検案 ） する

㊞(氏名)　　　　　　　医師

←
「１住居」とは、住宅、庭等をいい、老
人ホーム等の居住施設は含まれませ
ん。◆伝聞又は推定

情報の場合でも
書いてください

捜査機関による検視等 　　　１ 無　　　２ 有

←

傷害が
発生し
たところ

都道
府県時 　　分

傷害が発生した
ところの種別

 １．住居  ２．工場及び建築現場   ３．道路
 ４．その他(                              )

市
郡

傷害がどういう状況で起こったかを具
体的に書いてください。

手段及
び状況

(16)

(18)

(15)

← ウ．（ア）で有を選択した場合における妊娠の転帰
 　　（　１． 生産　　２． 流死産　　３． 異所性妊娠　　４． 人工妊娠中絶　　５． 妊娠・分娩中死亡　　６． その他　）
 エ．（ウ）で「1、2、3、4、5」を選択した場合の転帰日 （ 平成  ・  令和 　　   年   　月  　 日 ） と、死亡時妊娠週数 （ 妊娠　　　　週 ）

←

「２交通事故」は、事故発生からの期間
にかかわらず、その事故による死亡が
該当します。
「５煙、火災及び火焔による傷害」は、
火災による一酸化炭素中毒、窒息等
も含まれます。

不慮の外因死  ２．交通事故　３．転倒・転落　４．溺水　５．煙、火災及び火焔による傷害

外因死  ６．窒息　　　７．中毒　　８．その他

その他及び不詳の外因死 　 　９．自殺　１０．他殺　１１．その他及び不詳の外因

産科的原因とは、妊娠・分娩・産後の
産科合併症の関与、義務の怠慢また
は不適切な処置から生じた場合、ある
いは妊娠前から存在した疾患または
妊娠中に発症した疾患が妊婦の生理
作用によって悪化した場合を言いま
す。

Ⅰ欄及びⅡ欄に関係した手術につい
て、術式又はその診断名と関連のある
所見等を書いてください。紹介状や伝
聞等による情報についてもカッコを付
して書いてください。
Ａｉ、解剖についても同様に記入願い
ます。

Ａ
ｉ

傷病名等は、日本語で書いてくださ
い。
Ⅰ欄では、各傷病について
発病の型(例：急性)、
原因(例：病原体名)、
部位(例：胃噴門部がん)、
性状(病理組織型)等もできるだけ書い
てください。
妊娠中の死亡の場合は「妊娠満何
週」、また、分娩中の死亡の場合は
「妊娠満何週の分娩中」と書いてくださ
い。
産後４２日未満の死亡の場合は「妊娠
満何週産後満何日目」と書いてくださ
い。

←

死因の種類

　１．病死及び自然死

1.無
　

2.有

実施年月日

手
術

１．無  ２．有 手術年月日 平成 ・ 令和  　 年  　月　  日

Ⅱ
直接には死因に関係しな
いがⅠ欄の傷病経過に影
響を及ぼした傷病名等

◆Ⅰ欄、Ⅱ欄ともに疾患
の終末期の状態としての
心不全、呼吸不全等は書
かないでください

◆Ⅰ欄では、最も死亡に
影響を与えた傷病名を医
学的因果関係の順番で
書いてください

◆Ⅰ欄の傷病名の記載
は各欄一つにしてくださ
い

　ただし、欄が不足する場
合は（エ）欄に残りを医学
的因果関係の順番で書
いてください

◆死亡者が女性の場合、
右の「産科的原因」を必
ず記載してください
自殺の場合にも必ず記載
してください

（イ）
（ア）の原因

解
剖

発病(発症)又は
受傷から死亡まで

の期間

◆年、月、日等の
単位で書いてくだ

さい。
　ただし、１日未

満の場合は、時、
分等の単位で書
いてください。

(例：1年3ヶ月、5
時間20分）

（ウ）
（イ）の原因

(14)

死亡の原因

Ⅰ

（ア）
直接の死因

部位及
び主要
所見

（エ）
（ウ）の原因

死亡したところ

「５老人ホーム」は、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム及び有料老人ホームをいいます。
「６自宅」はサービス付き高齢者住宅を
含みます。

死亡したとき 平成　・　令和　　　年　　　月　　　日　　　　午前　・　午後　　　時　　　分

(12)
(13)

死亡したところ
及びその種別

死亡したところの
種別

１ 病院　２ 診療所　３ 介護医療院・介護老人保健施設
４ 助産所　５ 老人ホーム　６ 自宅　７ その他

←

死亡したところの種別で「３」を選択し
た場合は、施設の名称に続けて、介護
医療院、介護老人保健施設の別を
カッコ内に書いてください。(死亡したところの種別1～5)

施設の名称 （　　　　　　　　） ←

◎ こ ち ら 側 は 医 師 が 記 入 す る 欄 で す 。

死亡診断書（ 死体検案書 ） 記入の注意

この死亡診断書(死体検案書)は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。かい書で、できるだけ詳しく書いてください。

氏　名
１ 男
２ 女

生年月日

 明治  昭和
 大正  平成　令和

年　　月　　日
生年月日が不詳の場合は、推定年齢
をカッコを付して書いてください。←

生まれてから３０日以内に
死亡したときは生まれた
時刻も書いてください。

午前・午後　 時　 分
夜の12時は「午前0時」、昼の12時は
「午後0時」と書いてください。

mnumata
テキストボックス
（巻末資料　その2）

mnumata
テキストボックス
検討様式その２
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厚生労働大臣殿

次の職員の平成30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

いては以下のとおりです。

地域医療基盤開発推進研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名(所属部局・職名)

4.倫理審査の状況

所属研究機関長

死因究明等の推進に関する研究

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

(氏名・フりガナ)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

機関名

職名

氏名

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

令和元年5月30日

公益社団法人

会長

横倉義武

公益社団法人日本医師会・副会長

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:

今村聡

(※D 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」 にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

(H30一医療一指定一015)

日本医師会

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

(イマムラサトシ)

該当性の有無

有無

研究倫理教育の受講状況

口

6.利益相反の管理

口

当研究機関におけるC01の管理に関する規定の策定

■

口

審査済み

■

当研究機関におけるC01委員会設置の有無

口

左記で該当がある場合のみ記入 (※D

■

口

当研究に係るC01についての報告・審査の有無

■

口

口

審査した機関

当研究に係るC01についての指導・管理の有無

口

■

(留意事項)

口

口

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

受講■

未審査 (※2)

有田無口(無の場合はその理由

口

未受講口

口

有盟無口(無の場合は委託先機関

口

有■無口(無の場合はその理由

口

有口無■(有の場合はその内容

口



厚生労働大臣殿

次の職員の平成30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び禾1住

いては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名(所属部局・職名)

地医療基盤開発推進研究事業

4.倫理審査の状況

所属研究機関長

死因究明等の推進に関する研究

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

(氏名・フりガナ)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

機関名

職名

氏名

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

令和元年5月30日

公益社団法人

会長

横倉義武

公益社団法人日本医師会・常任理事

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:

にチェッ(※D 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

守国

(H30一医療一指定一015)

日本医師会

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

(キモリ

該当性の有無

有無

研究倫理教育の受講状況

コクト)

口

6

口

利益相反の管理

当研究機関におけるC01の管理に関する規定の策定

■

口

審査済み

■

当研究機関におけるC01委員会設置の有無

口

左記で該当がある場合のみ記入 (※D

■

口

当研究に係るC01についての報告・審査の有無

■

口

口

審査した機関

当研究に係るC01についての指導・管理の有無

口

■

(留意事項)

口

口

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

受講■

未審査 (※2)

有■無口(無の場合はその理由

口

未受講口

口

有冒無口(無の場合は委託先機関

口

有■無口(無の場合はその理由

口

有口無■(有の場合はその内容

口



厚生労働大臣殿

次の職員の平成30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

いては以下のとおりです。

地域医療基盤開発推進研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名(所属部局・1哉名)

4.倫理審査の状況

所属研究機関長

死因究明等の推進に関する研究

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

(氏名・フりガナ)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

機関名

職名

氏名

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

令和元年5月30日

公益社団法人

会長

横倉義武

公益社団法人日本医師会総合政策研究機構・研究部長

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」 にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

倫太郎

(H30一医療一指定一015)

日本医師会

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

(サワ

該当性の有無

有無

研究倫理教育の受講状況

リンタロウ)

口

6.利益相反の管理

口

当研究機関におけるC01の管理に関する規定の策定

■

口

審査済み

■

当研究機関におけるC01委員会設置の有無

口

左記で該当がある場合のみ記入 (※D

■

口

当研究に係るC01についての報告・審査の有無

■

口

口

審査した機関

当研究に係るC01についての指導・管理の有無

口

圃

(留意事項)

口

口

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

受講■

未審査 (※2)

有■無口(無の場合はその理由

口

未受講口

口

有■無口(無の場合は委託先機関

口

有■無口(無の場合はその理由

口

有口無■(有の場合はその内容

口



厚生労働大臣殿

次の職員の平成30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び禾

いては以下のとおりです。

地域医療基盤開発推進研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名(所属部局・職名)

4.倫理審査の状況

所属研究機関長

死因究明等の推進に関する研究

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

(氏名・フりガナ)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

機関名

職名

氏名

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

令和元年5月30日

公益社団法人

会長

横倉義武

日本医師会ORCA管理機構株式会社・代表取締役社長

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:

上野智明

(※D 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

(H30一医療一指定一015)

日本医師会

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

(ウエノ

該当性の有無

有無

研究倫理教育の受講状況

トモアキ)

口

6

口

利益相反の管理

当研究機関におけるC01の管理に関する規定の策定

■

口

審査済み

■

当研究機関におけるC01委員会設置の有無

口

左記で該当がある場合のみ記入 (※D

■

口

当研究に係るC01についての報告・審査の有無

■

口

口

審査した機関

当研究に係るC01についての指導・管理の有無

口

■

(留意事項)

口

口

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

受講■

未審査 (※2)

有■無口(無の場合はその理由

口

未受講口

口

有■無口(無の場合は委託先機関

口

有■無口(無の場合はその理由

口

有口無■(有の場合はその内容

口



厚生労働大臣殿

次の職員の平成30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び禾1住

いては以下のとおりです。

地域医療基盤開発推進研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名(所属部局・職名)

4.倫理審査の状況

所属研究機関長

死因究明等の推進に関する研究

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

(氏名・フりガナ)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

機関名

職名

氏名

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

令和元年5月30日

公益社団法人

会長

横倉義武

公益社団法人日本医師会総合政策研究機構・主任研究員

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称

水谷 1

(※D 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」 にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

(H30一医療一指定一015)

日本医師会

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

(ミズタニワタノレ)

該当性の有無

有無

研究倫理教育の受講状況

口

6.利益相反の管理

口

当研究機関におけるC01の管理に関する規定の策定

■

口

審査済み

■

当研究機関におけるC01委員会設置の有無

口

左記で該当がある場合のみ記入 (※1)

■

口

当研究に係るC01についての報告・審査の有無

■

口

口

審査した機関

当研究に係るC01についての指導・管理の有無

口

■

(留意事項)

口

口

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

受講■

未審査 (※2)

有■無口(無の場合はその理由

口

未受講口

口

有■無口(無の場合は委託先機関

口

有■無口(無の場合はその理由

口

有口無■(有の場合はその内容

口


